
運輸総合研究所の2024年の活動を振り返る

運輸総合研究所は、国内外の動向と課題を見極めつつ、皆様との交流・連携を深め、持続可能で活力
に満ちた交通運輸及び観光の実現に貢献すべく、研究調査、セミナー・シンポジウムの開催、コンサル
ティング等の活動に重点的に取り組んでいます。
また、国際的な活動については、当研究所の本部と米国のワシントン国際問題研究所（JITTI）及び
2021年４月にタイのバンコクに設立したアセアン・インド地域事務所（AIRO）との連携の下、「自由
で開かれたインド太平洋」の実現のために交通運輸・観光が果たすべき役割を常に意識して、北米から
東南アジア・南アジアに至る地域において、かつ、欧州の動向にも十分配意しつつ、広域的かつ戦略的
に進めております。
今号の特集では、運輸総合研究所の2024年の活動を振り返る形で、活動の全体像をご紹介いたしま
す。当研究所といたしましては、2025年も諸々の活動を通じて、皆様のお役に立てるよう努力してま
いりますので、引き続き、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

当研究所の主な活動
①研究調査・政策提言

当研究所では、中長期的視点に立ちつつ、国
際的な知見を活かし、日本及び米国、ASEAN
等において、陸・海・空の各輸送モードや観光
分野を横断した、普遍的かつ重要な政策課題に
関する調査研究活動に取り組み、成果の発表や
政策提言を行っています。

現在の研究調査の全体像とテーマ概況につい
ては、本誌P.6～11にて紹介します。

②コンサルティング事業（調査受託）
国、地方自治体、独立行政法人、民間会社等

から、公共交通・モビリティ、高速鉄道、都市
間・都市鉄道、航空、物流、観光など様々な分
野の政策企画立案や計画づくり等のための調査
を受託しています。

特に交通計画関連を中心とした調査実績に基づく知見の蓄積や学識経験者とのネットワークを活用し、国際拠点空港等の滑
走路新設・増設の計画策定の基礎的検討、東京、大阪などの都市鉄道の新線建設にかかる将来需要予測、事業採算性分析、費
用便益分析等による事業免許取得に向けた事業性の検討、補助対象事業となる鉄道施設の事業評価など、実務的なニーズに対
応した研究調査に取り組み、社会に貢献しています。

③国際活動の推進
コロナ後の各国・地域の経済・社会情勢を見極めつつ、観光・文化・学術をはじめとする幅広い分野での国際的な人的交流

の充実・拡大、東南アジア・南アジアにおける質の高い交通インフラの整備・運営や人材育成など、関係各国・地域との連携
の強化につながる研究調査やセミナー・シンポジウム等の活動に取り組んでいます。また、国際学会での発表、海外の研究機
関との交流の充実に努めています。

2024年の当研究所の国際的な活動について、次頁にて紹介します。
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AIRO
米国（ワシントンD.C.）

米国（カリフォルニア州）韓国

バングラデシュ

アイルランド
デンマーク

スリランカ

インド

ドイツ
英国

フランス

ポルトガル

ベトナム

フィリピン

オーストラリア

タイ

シンガポール

中国

南アフリカ

１月/7月　カリフォルニア州
　（サクラメント・ロサンゼルス・サンフランシスコ）
交通分野の脱炭素化・水素活用に関する現地調査
４月　ワシントンD.C.
日米鉄道シンポジウム2024の開催（米国公共交通
協会（APTA）共催）
10月　ワシントンD.C.
経済安全保障のためのシーレーンの安全確保とサプラ
イチェーンの強靭化シンポジウム2024の開催（ジョン
ズホプキンス大学SAISライシャワー東アジア研究セン
ター共催）

米国

５月/8月　バンコク
第２回/第３回持続可能な観光の実現等のための日タ
イ観光WGの開催（タイ観光スポーツ省等と連携）
9月　東京
外務省研究所（DVIFA）との意見交換

タイ

9月　ハノイ・東京
ベトナム交通技術大学（UTT）とのウェビナーの開催
10月　東京
第２回日越観光・人的交流イベントの開催（ベトナム
観光開発研究所（ITDR）共催）

ベトナム

５月　東京
第４回JTTRIグローバルセミナーの開催（陸上交通庁
チュア副長官の講演）

シンガポール

３月　東京
フィリピン運輸省次官ほか鉄道訓練センター一行との意見交換
５月　マニラ
アジア太平洋運輸フォーラムにて研究成果発表

フィリピン

３月　東京
日本海事センター（JMC）、韓国海洋水産開発院
（KMI）、高麗大学海上法研究センター（KUMLC）
とのMOUの締結、第１回交流セミナーの開催
９月　釡山
同・第２回交流セミナーの開催
11月　東京
韓国交通研究院（KOTI）とのジョイントセミナーの開催

韓国

7月　東京
中国国家発展改革委員会総合運輸研究所（ICT）と
の第27回日中運輸経済技術交流会議の開催

中国

８月　ダブリン
第35回国際地理学会議（IGC）2024にて研究成果発表

アイルランド

１月　東京
第３回JTTRIグローバルセミナーの開催 （Imperial 
College London スミス名誉教授の講演）
３月　ロンドン
国際海事機関（IMO）海洋環境保護委員会（MEPC）
第81回会合にて研究成果発表

英国
3月　東京
国民議会運輸委員会一行との意見交換

デンマーク

5月　ライプチヒ
国際交通フォーラム（ITF）交通大臣会合2024にて
研究成果発表

ドイツ

６月　リスボン
国際航空輸送学会（ATRS）第27回世界大会にて
JTTRI Best Paper Award授与、研究成果発表

ポルトガル

南アフリカ
９月　ケープタウン
第18 回陸上旅客交通における競争と所有形態の国
際会議（Thredbo18）にて研究成果発表

オーストラリア
９月　クイーンズランド州・キャンベラ特別区
交通分野の脱炭素化・水素活用に関する現地調査

インド
８月　デリー・ムンバイ
ガティ・シャクティ大学（GSV）とのMOU締結
ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道工事の現地調査
11月　デリー
インド洋地域の海洋安全保障に関する現地調査

スリランカ
11月　コロンボ
インド洋地域の海洋安全保障に関する現地調査

フランス
11月　パリ・アンジェ
地域観光産業の生産性・付加価値の向上に関する現
地調査

バングラデシュ
６月　ダッカ
ダッカメトロ６号線現地調査

JITTI

世界に広がる運輸総合研究所の活動

2024年の主な活動状況

運輸総合研究所の国際的な活動の状況については、2024年９月26日に開催した第55
回研究報告会の開会挨拶において、宿利会長から紹介がありました。
今後とも、海外の主要国や国際学会等との連携・協働を普段に図りつつ、当研究所の活
動の質をグローバルなレベルで高めていきたいと考えています。

宿利 正史
運輸総合研究所 会長
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大変重要な役割を持つようになり、世界中でモビリティ革命とも
呼ばれるイノベーションが進んでいる。なお、「職」「住」を「社
会の目的」として表現すると、「職」は国や地域の「活力向上」、

「住」は「生活改善」といえよう。社会の目的には、他に国や地
域の「安全向上」や「環境改善」があり、それらを加えた４つの
大きな分野が、我々の社会が常時目指していく目的、方向性であ
るだろう。
図２：これら４つの方向性（目的）は、国の制度や政策のもとで
連携させながら進められているが、それらに関連した様々な概念
がキーワードのように多数あり、「リスク分散型国土」、「循環型社
会」、あるいは「自律社会」、「共生社会」などが様々な場面で使

運輸総合研究所は多方面の活動を行っており、研究調査につい
ても、交通、観光の分野で幅広く行っている。現在、複数の研究
員が協力して実施する「共同研究」が13テーマ、各研究員が進
める「個人研究」が６テーマあり、ワシントン国際問題研究所

（JITTI）やアセアン・インド地域事務所（AIRO）で、海外に駐
在している研究員が実施しているものも６テーマある。これらの
研究テーマの全体像を説明するために、交通研究の方向性を「社
会の目的」に照らした羅針盤として示し、一つひとつのテーマを
その中にポジショニングして描く方法を考えてみた。
図１：以前は「衣」「食」「住」と言われたが、現代は「移」「職」

「住」が重要と考えられる。このなかで「移動」すなわち交通は

国や地域の
安安全全向上

国や地域の
生生活活改善

国や地域の
活活力力向上

国や地域の
環環境境改善

社会の目的社会の目的

住職

交通
移

社会の目的社会の目的

図１　衣食住から移職住へ、そして社会の目的への交通の貢献

（国際・世界への貢献）

国や地域の
安安全全向上

国や地域の
生生活活改善

国や地域の
活活力力向上

国や地域の
環環境境改善

（国や地域づくりの制度）

イノベーション促進 経済成長

防災・減災

エネルギー・食料等の安全保障 生物多様性

循環型社会

地産地消

自律社会 共生社会

リスク分散型国土 脱炭素社会

水や緑の環境

ソーシャルキャピタル

雇用機会拡大 地域産業・人材育成

インフラ＆
サービス

交通・まちづくり

連携

国土強靭化
連携

連携

連携

持続可能社会

（人口減少、少子高齢、
一極集中等の課題解決）

社会の目的

社会の目的

社会の目的

社会の目的

住職

医療、福祉、教育

交通
移

図２　交通は「社会の目的」達成が上位にあることを常に意識

研究調査の全体像
2024年９月26日	第55回研究報告会での講演より
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（国際・世界への貢献）
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生生活活改善

国や地域の
活活力力向上

国や地域の
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交通

（国や地域づくりの制度）

（交通分野の制度）

交通システムの安全 交通の環境負荷軽減

モビリティ/
ロジスティックスの確保交通産業の活力
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連携連携

交通の目的（条件）

社会の目的

社会の目的
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社会の目的

交通の目的（条件）

交通の目的（条件）交通の目的（条件）

交通脱炭素

自動化
物流DX

海上輸送の安全

陸海結節強化

水素利用

社会的受容性

地域交通制度

空域活用

鉄道のありかた

経済・雇用効果

弾道大陸間輸送

平成期の政策

＊アンダーラインは2024年度実施中の研究

（生活と観光）

（観光地の安全） （観光開発）

（観光産業）

（観光交通）

イノベーション促進 経済成長

防災・減災

エネルギー・食料等の安全保障 生物多様性

循環型社会

地産地消

自律社会 共生社会

リスク分散型国土 脱炭素社会

水や緑の環境

ソーシャルキャピタル

雇用機会拡大

地域産業・人材育成

交通・まちづくり

国土強靭化

持続可能社会

医療、福祉、教育

図４　運輸総研の取り組む現時点の研究のポジション

（国際・世界への貢献）
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（交通分野の制度）

交通システムの安全 交通の環境負荷軽減

モビリティ/
ロジスティックスの確保交通産業の活力

人材 持続性

連携

技術

財源

インフラ＆
サービス

インフラ＆
サービス

インフラ＆
サービス

インフラ＆
サービス

連携

連携

連携

連携

連携

連携連携

交通の目的（条件）

社会の目的

社会の目的

社会の目的

社会の目的

交通の目的（条件）

交通の目的（条件）交通の目的（条件）

交通

図３　「交通の目的」達成によって社会に貢献

屋井 鉄雄
運輸総合研究所 所長

用されてきた。これら４つの方向性を目指すことによって、更な
る国際貢献や世界への貢献が、我が国としてもできるのだと思う。
図３：ここでその中心に置いてみたのが「交通」であるが、交通
自体が以下の４つの分野で十分な状態でなければ、「社会の目的」
に対しても貢献できない。４つの分野とは「交通システムの安
全」、「交通の環境負荷軽減」、「モビリティ／ロジスティックスの
確保」、「交通産業の活力」であり、これらが条件として整うこと
により、ソフト・ハードのインフラやそのネットワークを通じ
て、国や地域の目的に大いに貢献することになる。もちろん交通
自体にも制度があり、その制度についても、互いに連携し合って
目的を達成していくものである。

図４：このような図の中に、現在の当研究所の研究テーマを落と
し込んでみる。すると、ほとんどが交通の各領域に分散している
ことが分かる。それらをキーワードとして表現し、下線を引いて
示している。ここで言いたいことは、交通研究を行う際にも、常
に「交通の目的」と同時に、「社会自体の目的」を忘れることな
く研究を推進することの重要性である。

なお、研究テーマのうち観光は図中で示すのが難しいため、関
連する分野に青字で追加しているが、これらも同様に研究を推進
している。また、共同研究の体制は、多くの外部の有識者、大学
の先生方をはじめ様々な方々に委員会等にご参画いただき進めて
いる。
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研究テーマの概況

共同研究
①交通産業GXロードマップに関する調査研究	 交通の環境負荷軽減 	 モビリティ/ロジスティックスの確保

交通モード横断的に輸送需要や脱炭素技術の変化、カーボンプライシング等といった観点から複数のシナリオを作成し
て、交通産業のGXに必要な条件、課題、影響の分析を行い、その対応方策に関する提言の策定に向けて取り組んでいる。
2024年６月にはシンポジウムにて中間発表を実施。

②運輸分野における自動運転導入の効果・影響と普及加速化に関する調査研究	
	 交通産業の活力 	 モビリティ/ロジスティックスの確保

鉄道、商用車といった分野のそれぞれの現状・課題を整理しつつ、効果や影響について分野横断的に分析を行い、分析結
果に基づいて、自動運転化の普及加速化に向けた対応策に関する提言の策定に向けて取り組んでいる。2024年９月の研
究報告会にて中間発表を実施。

③平成期における我が国の交通運輸・観光政策に関する研究調査	 交通 	
平成期における我が国の交通運輸・観光政策を体系的に整理・分析・評価する研究調査で、17の横断テーマを設定し、
外部の学識者に執筆を依頼し、執筆中。その成果を我が国の交通運輸・観光分野における当研究所内外の研究等の充実、
海外への情報発信の充実につなげる。

④我が国経済を支える国際海上輸送ネットワークの戦略的確保に関する研究調査	
	 交通システムの安全 	 国や地域の安全向上

シーレーンにおける安全保障上の問題に取り組む国際社会の動きの中での我が国の役割、東南アジア、南アジア諸国との
信頼関係の醸成等に関する研究調査を進め、政策提言の策定に向けて取り組んでいる。更に、政府関係者の取り組みに活
用できるよう情報発信・共有につなげる。2024年10月にワシントンD.C.でシンポジウムを実施。

⑤海と陸の機能の連携による陸海の結節点の効率化・利便性の向上に関する研究調査	
	 ロジスティックスの確保 	 交通の環境負荷軽減

陸海の結節の効率改善を目的とし、改善策の一つである「降ろし取り」に着目し、ターミナル内外の動きを把握・分析する。
分析結果は、情報システムを活用した、ターミナルオペレーターとトラック事業者との連携に資する政策提言の策定につなげる。

⑥海運および航空を含む交通分野のカーボンニュートラルに向けた水素の活用方策に関する研究調査	
	 交通の環境負荷軽減 	 モビリティ/ロジスティックスの確保

水素の利活用に着目し、需要拡大やインフラ整備のコスト低減のための複数交通モード間での連携の可能性やその課題に
ついてケーススタディを通じて分析を行い、交通分野における水素利用の社会実装に向けて取り組んでいる。2024年３
月にシンポジウムにて中間発表を実施。
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⑦地域交通産業の基盤強化・事業革新に関する提言に基づく地域交通制度革新に関する調査研究	
	 交通産業の活力 	 モビリティの確保

2023年度、現行の事業制度の枠組みを超え、地域特性に応じた新たな地域交通サービスの創出につながる新制度、DX
等事業環境整備に関する「地域交通産業基盤強化・事業革新に関する提言」を行った。その後、同提言に基づき、検討の
深度化を行い、事業制度のあり方等に関して政策提言の策定に向けて取り組んでいる。

⑧“人と多様なモビリティが共生する安全で心ときめくゆっくりを軸としたまちづくり”調査研究	
	 交通の環境負荷軽減 	 モビリティの確保

海外の先行事例調査等を通じて、国内展開するにあたっての実現化方策や課題等を検討し、“人と多様なモビリティが共生
する安全で心ときめくゆっくりを軸としたまちづくり”が目指すまちの姿の整理に向けて取り組んでいる。

⑨地域交通の確保や新しいモビリティ導入のための社会的受容等に関する研究調査	
	 交通の環境負荷軽減 	 交通システムの安全

地域交通の確保や、ドローン・デリバリーロボット・自動運転などの新技術の導入など、世界的に課題となっている社会
的な受容性に関する研究を行い、地域の合意形成支援に資する提言やガイドラインの策定等に向けて取り組んでいる。

⑩今後の東京圏を支える鉄道のあり方に関する調査研究	 交通産業の活力 	 国や地域の活力向上

将来の都市、人口構造、技術進展を考慮した長期的な観点から東京圏の鉄道のあり方を検討している。2012年度から取り組ん
でおり、これまで30のテーマで研究を行い、シンポジウムの開催や多数の論文を執筆している。

⑪提言に基づく地域観光産業の基盤強化・事業革新に関する研究調査	 交通産業の活力 	 モビリティの確保

2023年に公表した、観光に関する付加価値の向上、生産性向上に関する「地域観光産業基盤強化・事業革新に関する提言」
に基づき、①地域観光産業等に関する見える化を通じた高生産性化・高所得化、②観光バリューチェーンにおける交通の
あり方について研究の深度化に取り組んでいる。2024年９月の研究報告会にて観光バリューチェーンにおける交通につ
いて発表。

⑫首都圏空域の将来の利活用に関する研究調査	 交通システムの安全 	 交通産業の活力

研究所では羽田空港・成田空港の活用あるいはその展開に対して様々な提言活動・調査研究活動を行ってきたが、首都圏
の空域については課題が残されているとの問題意識に基づき、調査研究活動を開始。

⑬弾道飛行等による大陸間輸送に関する法的諸問題に関する研究調査	
	 国や地域の活力向上 	 交通産業の活力 	 交通システムの安全

宇宙空間の通過を排除しない大陸間輸送事業について、事故時の損害賠償責任を含め、現在不明瞭な国際航空法体系及び
宇宙条約体系の適用のあり方等について検討し、事業の促進のための国際的な提言の策定に向け取り組んでいる。
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個人研究
⑭観光資源としての鉄道の存在意義に関する研究	 交通産業の活力 	 国や地域の生活改善

鉄道の観光資源としての存在意義を改めて評価し、持続可能な観光資源化を図るために、地域の鉄道ならびに地域社会の
活性化に向けて、有益な情報を提供することを目的に取り組んでいる。2024年１月の研究報告会にて中間発表を実施。

⑮新幹線は日本の地域雇用構造にどのような影響を与えたか？	 交通産業の活力 	 国や地域の活力向上

新幹線が日本の産業の雇用者数に長期にわたり及ぼす影響を市区町村レベルで計量経済学的に調査した初めての研究で、
1982年以降の新幹線の拡大と業種別の従業員数のモデルを推計し、影響分析を行っている。2024年９月の研究報告会
にて発表を実施。

⑯グリーンスローモビリティと包摂的な社会づくり	 モビリティの確保 	 国や地域の生活改善

グリーンスローモビリティの導入が住民の生活に与える影響について、アンケート調査とヒアリング調査を通じて、グリーン
スローモビリティが外出や交流促進に寄与するかどうかを考察し、交通サービスを生かす包摂的な社会づくりに向けての
政策的示唆を提供する予定である。2024年９月の研究報告会にて発表を実施。

⑰物流データ階層構造の課題と標準化輸送器具との情報連携	 交通産業の活力 	 ロジスティックスの確保

標準化されつつある輸送器具（パレット、カゴ車など）を軸に、個別の商品と、パッケージ・通い箱の個別IDやそれらを
運ぶ輸送手段の位置・時間情報を階層構造で結びつけ、トレーサビリティ強化、物流見える化の事例を考察し、より良いデー
タ連携の仕組みづくりを提言する予定である。2024年１月の研究報告会にて中間発表を実施。

⑱新型コロナウィルス感染症による航空業界への影響とその対応策	 交通産業の活力 	 交通システムの安全

世界の航空需要はほぼコロナ前の水準にまで回復しつつあるが、財政的困難に直面している航空会社は今なお存在してい
る。このような航空会社を救済する一手段としてのM&Aが注目を集めており、代表的なエアラインM&Aの事例につい
て調査するとともに、各国競争当局の対応についても検討を行っている。2020年12月の研究報告会にて中間発表を実施。
2023年、2024年の国際航空輸送学会（ATRS）にて報告。

⑲ドローン配送の利用意向と効果に関する研究	 交通産業の活力 	 ロジスティックスの確保

わが国では過疎地域などで買い物支援や医薬品配送、既存物流の効率化を目的としたドローン配送の取組が多数実施されている。
過疎地域におけるドローン配送について、離島で実施した調査をもとに、ドローン配送の受容性や利用者意識、利用者便
益や事業採算性の分析を行い、ドローン配送の活用に向けた考察を行っている。2023年７月の研究報告会にて中間発表
を実施、2024年11月運輸政策コロキウムで最終報告。
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ワシントン国際問題研究所（JITTI）
⑳米国等の交通運輸・観光分野の動向等に関する研究調査	 ワシントン国際問題研究所

米国等の交通運輸・観光分野の動向等に関する研究調査を行っている。研究成果は、定期的にワシントン国際問題研究所レポー
トとして、研究所ホームページで公表している。
①航空輸送・航空政策の動向及び航空会社の事業戦略等
②空港民営化／PPPの取り組み
③都市鉄道の運営スキーム
④連邦政府の対応状況等を踏まえた高速鉄道プロジェクト進捗状況調査
⑤米国を中心とする観光振興の取り組み

㉑航空機の運航方式、次世代航空機等に関する研究調査	
	 ワシントン国際問題研究所 	 交通産業の活力 	 交通システムの安全

米国における無人航空機の目視外飛行の拡大に向けたさらなる規制の見直し動向や、空飛ぶクルマの実用化に向けた政策
動向等について研究調査を行うとともに、航空機の運航方式に係る欧米における機器等の技術開発や関連基準等に関する
最新動向等について研究調査を行っている。2023年12月の運輸政策コロキウムで発表を実施、その後、レポート等で
研究結果を公表。

㉒新たな海洋安全保障環境下における海上保安能力向上支援方策の具体化に関する研究調査	
	 ワシントン国際問題研究所 	 国や地域の安全向上

「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現を目指し、日米豪印のQUADメンバー国とインド太平洋諸国との外交関
係の違いや海上法執行機関の支援能力の差が効果的な連携を損なう要因分析を行っている。2023年９月の運輸政策コロ
キウムで発表を実施、その後、レポート等で研究結果を公表。

アセアン・インド地域事務所（AIRO）
㉓東南アジア地域・南アジア地域の交通運輸・観光分野の動向等に関する研究調査	 アセアン・インド地域事務所

東南アジア地域・南アジア地域の交通運輸・観光分野の動向等に関する研究調査を行っている。研究成果は、定期的にア
セアン・インド地域事務所レポートとして、研究所ホームページで公表している。
①鉄道の整備状況、建設・運営スキーム
②道路運送事業の運営スキーム、新モビリティ活用の取り組み
③物流、観光・人的交流の取り組み

㉔ASEAN地域の物流の課題及び改善策に関する研究調査	
	 アセアン・インド地域事務所 	 交通産業の活力 	 ロジスティックスの確保

ASEAN地域のうちの陸域国（いわゆる「陸ASEAN」）であるタイでの効率的な物流の構築のための研究調査を行い、次
に、ASEAN 地域のうちの島嶼国（いわゆる「海 ASEAN」）の物流の課題に関する研究調査を行った。海ASEANでは、
モード間の結節性や地域間の経済格差等をはじめとする物流における更なる課題及び改善策について検討を行っている。
2023年６月にシンポジウム「タイにおける効率的な物流構築を目指して」で研究成果を報告。

㉕持続可能な観光・人的交流の実現のためのASEANと日本の連携に関する研究調査	
	 アセアン・インド地域事務所 	 国や地域の活力向上

アセアン・インド地域事務所（AIRO）において、本部との連携の下、持続可能な観光・人的交流の実現に向けて、クルー
ズ振興など観光分野の成長が続く東南アジア・南アジア地域と協力して研究調査を行う。研究調査にあたっては、各国・
地域の政府機関、交通・観光事業者、学識経験者との意見交換等を行い、相互の取り組み、経験を尊重しながら、課題解
決策の検討を行うとともに、観光のみならず、文化、学術など幅広い分野での国際的な人的交流の充実・拡大につなげる。
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第55回	研究報告会

▶ 2024．9．26（木）13：30～17：30  
御茶ノ水ソラシティカンファレンス２階 sola city Hall［WEST］ 及びオンライン開催（Zoomウェビナー）

１．開会挨拶 ２．現在の研究調査の全体像とテーマ概況

宿利　正史
運輸総合研究所（JTTRI） 会長

屋井　鉄雄
JTTRI 所長

稲本　里美
JTTRI 研究員

手塚　有希子
JTTRI 研究員

３．報告①
公共交通サービスの水準が観光地選択に与える影響の検証	
～観光バリューチェーンにおける交通のあり方に関する研究（初期報告）～

長谷川　稜
JTTRI 研究員

渡邉　洋輔
JTTRI 研究員

麻生　勇人
JTTRI 研究員

４．報告②
バス・タクシー・鉄道の自動運転の現状と課題	
～運輸分野における自動運転導入の効果・影響と普及加速化に関する調査研究（中間報告）～

５．報告③ ６．報告④

廣松　智樹
JTTRI 主任研究員

覃　子懿
JTTRI 研究員

コメンテーター

小熊　仁
高崎経済大学
地域政策学部 教授

グリーンスローモビリティの導入とソーシャルキャピタルの醸成デジタル技術活用に関する内外の先進事例	
～デジタル技術の活用等による持続可能な物流	
システムの構築に関する調査研究（提言の基礎）～

７．報告⑤

邱　秉瑜
JTTRI 研究員

コメンテーター

岩倉　成志
芝浦工業大学 工学部
土木工学課程 教授

新幹線は日本の地域雇用構造にどのような影響を与えたか？（中間発表）

８．閉会挨拶

藤﨑　耕一
JTTRI 
主席研究員・研究統括
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開催趣旨
運輸総合研究所の研究報告会は、1997年に年２回開催する形で

スタートし、今回が55回目の開催となりました。今回の研究報告
会より、新たに着手したテーマ、中間報告となるテーマなど、当研
究所で実施している研究調査を幅広く取り上げることとしました。

また、研究報告会終了後には、研究調査をはじめ当研究所の活動
全般に対するご意見やご要望をいただくために、来場者を対象とし
た意見交換会を開催しました。

冒頭、宿利会長は開会挨拶にて以下のように述べました。
「前回の研究報告会を2024年１月に開催してから、半年以上が

経過しました。内外の動向と課題を見極めつつ、2024年度後半
も、皆様との交流・連携を深め、持続可能で活力に満ちた交通運輸
及び観光の実現に貢献すべく、研究調査、セミナー・シンポジウム、
コンサルティング等の活動に重点的に取組んでまいります。

この研究報告会は、今回スタイルを少し変えました。冒頭に屋井
所長から、当研究所における現在の研究調査の全体像と概況につい
てご紹介します。その上で、研究調査の進捗に応じて抽出した５件
の報告発表を集中して行います。本日の報告発表をはじめ当研究所
の研究調査に対する参加者の皆様からのご質問やご意見については、
意見交換会において又はアンケートの中で、自由にお聞かせ頂きた
いと存じます。」

このほか、宿利会長から、当研究所の主な国際活動に関する紹介
がありました（本誌P.5に掲載）。

現在の研究調査の全体像とテーマ概況
屋井 鉄雄　運輸総合研究所 所長
 ※内容の詳細は本誌P.6～11に掲載

運輸総合研究所は多方面の活動を行っており、研究調査について
も、交通、観光の分野で幅広く行っている。現在、複数の研究員が
協力して実施する「共同研究」が 13 テーマ、各研究員が進める

「個人研究」が６テーマあり、ワシントン国際問題研究所（JITTI）
とアセアン・インド地域事務所（AIRO）で海外に駐在している研
究員が実施しているものも６テーマある。

社会の目的には、国や地域の「活力向上」、「生活改善」の他に、
「安全向上」や「環境改善」があり、この４つの大きな分野が、我々
の社会が常時目指していく目的、方向性であるだろう。これら４つの
方向性（目的）は、国の制度や政策のもとで連携させながら進めら
れており、これらの方向性を目指すことによって、更なる国際貢献や
世界への貢献が、我が国としてもできるのだと思う。
「交通」は、それ自体が「交通システムの安全」、「交通の環境負荷

軽減」、「モビリティ／ロジスティックスの確保」、「交通産業の活力」
の４つの分野で十分な状態でなければ、「社会の目的」に対しても貢
献できない。これらが条件として整うことにより、ソフト・ハードの
インフラやそのネットワークを通じて、国や地域の目的に大いに貢献
することになる。もちろん交通自体にも制度があり、その制度につい
ても、互いに連携し合って目的を達成していくものである。

交通研究を行う際にも、常に「交通の目的」と同時に、「社会自体
の目的」を忘れることなく研究を推進することが重要である。

研究報告

■報告① 
公共交通サービスの水準が観光地選択に与える影響の検証
～観光バリューチェーンにおける交通のあり方に関する研究（初期報告）～
稲本 里美　　運輸総合研究所 研究員
手塚 有希子　運輸総合研究所 研究員

◇本調査研究の背景
観光産業は世界的にも経済成長を牽引す

る重要産業であり、日本においても独自の
文化や自然環境等を活用することで、国内
外の需要を取り込み、経済に利益をもたら
すことが可能であることから、長期的な成
長が見込める産業である。一方で労働集約
型であるため、労働生産性が低く、賃金水
準も低いことで、一貫して人手不足となっている状況から、日本に
おいて観光産業を基幹産業とするために、観光産業を高生産性で高
所得産業とする取組が求められている。

運輸総合研究所では、2023年７月「地域観光産業を高生産性で
高所得産業とするための基盤強化・事業革新の方策について」提言
を公表した。その中で、「観光地域での交通のあり方について、具
体的な検討を図る必要がある」としており、本研究は、この提言に
基づいて実施をしている。

観光地域での交通に関する課題と現状として、自然環境などを資
源とする地域では観光二次交通が不十分であること、地域によって
は、交通に関する情報発信が不十分であること、大都市圏以外の多
くの地域においては、地域交通自体の維持・確保が困難な状況であ
ることがある。観光立国の実現には、観光地域へのアクセスの確保
が重要な課題であり、観光需要を確実に取り込むための地域の特性
や顧客ニーズなどに的確に対応する交通サービスの提供が求められ
ているため、「交通のあり方」について検討する必要がある。

検討の際には、「観光バリューチェーン」の価値向上の観点が重
要である。「観光バリューチェーン」とは、観光客が自宅を出てか
ら、観光地での様々な行動を経て、自宅に戻るという一連の行動に
関わる、移動、宿泊、飲食などの個別要素の価値の連鎖を指す。観
光需要を取り込むには、観光客の満足度向上が重要であるが、個別
要素の価値向上だけでなく、全体での価値向上が必要となるため、

図−1　本調査研究の目的・検討フロー

検討フロー

 本調査研究は、観光需要を取り込み、観光客の満足度を高めるための、観光地域固

有の状況を踏まえた、観光バリューチェーンの価値を向上させる持続可能な交通

サービスの確保・維持・改善を図る有効な方策やモデルを検討し、提示することを

目的としている。

本調査研究の目的

（１）「観光バリューチェーンにおける交通のあり方」の検討必要性を確認

「公共交通サービスの水準が観光地選択に与える影響の検証」

（２）観光地域における「交通サービス」に関する事例の収集

（３）地域特性に応じた「交通のあり方」の検討

①観光地域固有の状況を踏まえた

地域特性のカテゴリー分類

（４）地域の取組みの参考となる実行可能な具体的パターンを作成

②地域特性に対応した交通サービス

に関する検討事項案の抽出

③地域特性に対応した交通サービスに関する課題と対応の検討

本日報告
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（２）事例調査（青森県・島根県）
青森県と島根県の観光施設を対象とし、検証①で、観光地域への

ゲートとなる空港や新幹線駅等の交通拠点から各施設へのアクセス
状況と（１）のランキングの傾向を確認する。検証②では、同一エ
リア内の観光施設を周遊する公共交通のアクセス状況と（１）の
ランキングの傾向を確認する。

（３）考察・仮説の検証
事例調査の結果をもとに、仮説の検証を行う。

図−2　検証手法

（１）観光ニーズが高い観光施設のランキングと実績の利用者数ランキングを比較

観光ニーズが高い観光施設：ナビタイムジャパン『都道府県別 観光スポットランキング』

実績の利用者数：都道府県 観光統計における観光施設の観光入込客数ランキング

※上記２つのランキングの両方にランクインしている観光施設を対象とする。

（２）事例調査（青森県・島根県）

検証① 交通拠点からの公共交通アクセス

観光地域へのゲートとなる交通拠点（空港・新

幹線駅等）から各観光施設への公共交通のア

クセス状況と（１）のランキングの傾向を確認。

検証② 各観光施設間の公共交通アクセス

同一エリア内の観光施設を周遊する公共交通

のアクセス状況（運行頻度等）と（１）のランキ

ングの傾向を確認。

（３）考察・仮説の検証

（２）の結果をもとに、仮説の検証を行う。

仮説①

交通拠点からの公共交通サービスのレベルにより観光施設の実績利用者数が異なる。

仮説②

観光施設間の周遊がしやすいエリアでは他の観光施設も併せて選択されやすい。

検索ランキング

実績ランキング

・事例調査（青森県・島根県）
青森県におけるナビタイム検索ランキング上位の29の観光施設

を観光ニーズの高い観光施設とみなし、津軽エリア、三八上北エリ
ア、下北エリアに分類した（図−3）。そして、各観光施設の交通拠
点からのアクセス状況、同一エリア内における観光施設間の公共交
通アクセス状況を調査した。

図ー３　観光ニーズの高い観光施設（青森県）

©Google

これらの青森県の観光施設に対し、横軸に検索ランク、縦軸に実
績ランクをプロットした散布図を作成した（図−4）。図中の45度
線より左上に分布しているのは、観光ニーズは低いが観光客が多い
観光施設、45度線より右下に分布しているのは、観光ニーズは高
いが、観光客が少ない施設である。

散布図を見てわかるように、45度線から離れてプロットされて
いる観光施設が多いことが分かる。本検証では、観光ニーズとは別
に、公共交通のサービスレベルが実績ランクに影響を与えているこ
とを示す。

同様に島根県においてもナビタイム検索ランキング上位の19の
観光施設をニーズの高い施設とみなし、出雲エリア、松江エリア、
大田エリア、安来エリアに分類し調査を行った。

「観光バリューチェーン」の観点が必要となる。このような点から、
各個別要素をつなぐ交通サービスは、観光客の行動全体の満足度向
上に必要不可欠な基本的かつ重要なサービスであり、さらに、交通
サービスにより個別要素を結びつけることで、各要素の付加価値を
生み出し、潜在的な観光需要の創出にも寄与すると考えられる。

これらの背景のもと、本研究を行っているが、検討にあたっては、
観光有識者・実務者、交通関係事業者などをメンバーとする委員会
を設置し進めている。最終的には、観光地域固有の状況を踏まえた、
観光バリューチェーンの価値を向上させる、持続可能な交通サービ
スの確保・維持・改善を図る有効な方策やモデルを検討し、提示す
ることとしている（図−1）。

◇公共交通サービスの水準が観光地選択に与える影響の検証
・実施の目的

観光需要を確実に取り込むには、交通サー
ビスが重要であるとして、本研究を実施し
ているが、交通サービスがなく、観光地へ
のアクセスや観光施設間を周遊できない事
により、観光需要を取り逃がしているとい
う点について、具体的なデータをもって示
すことを目的に検証を行った。

・リサーチクエスチョン・仮説
本研究のリサーチクエスチョンは「観光施設までの公共交通サー

ビスのレベルは、観光客による観光地の選択に影響を与えているの
か？」とした。

このリサーチクエスチョンに対して仮説①交通拠点からの公共交
通サービスのレベルにより観光施設の実績利用者数が異なる、仮説
②観光施設間の周遊がしやすいエリアでは他の観光施設も併せて選
択されやすい、を設定した。対応として、潜在的な観光ニーズとは
別に「観光施設までの公共交通サービスのレベル」が、観光施設の
実績利用者数に影響を与えているということをデータによって示す
こととした。

・本検証における「観光ニーズが高い観光施設」
観光ニーズが高い観光施設を抽出するため、経路検索サービス

『NAVITIME』等を提供するナビタイムジャパンのデータ『都道府
県別　観光スポットランキング』を使用した。本研究では、さまざ
まな交通手段に対応した経路検索サービスにて、検索が多く行われ
る観光地は、ユーザが公共交通のアクセスの良し悪しを確認する前
の段階で、潜在的に行きたいと思い検索している観光地と考え、ナ
ビタイムのランキング上位の観光スポットを、観光ニーズが高い観
光施設とした。

・検証手法（図−2）
（１）観光ニーズが高い観光施設のランキングと実績の利用者数ランキングを比較

観光ニーズが高い施設については、ナビタイムジャパンの提供
データ（検索ランキング）を使用し、実際の利用者数については、
都道府県の観光統計で公表されている観光入込客数のランキング

（実績ランキング）を使用する。
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・結果概要（図−5）
青森県と島根県の観光施設に対し、検証の結果、交通拠点からの

公共交通のアクセス状況を調査した検証①では、アクセス性が高い
ために検索ランクに対し実績ランクが高くなっている観光施設、反
対にアクセス性が低いために実績が低くなっている観光施設が存在
することが確認できた。

特定のエリア内における観光施設間の公共交通のアクセス状況を
調査した検証②では、エリア内にアクセスが容易な観光施設がある
ため実績ランクが高くなっている観光施設、反対にアクセスが容易
な観光施設が無いため実績が低くなっている施設があることがわ
かった。

図ー５　結果概要

特定のエリア内にアクセスが容易な観光施設があるため

検索ランクに対し、実績ランクが高くなっている観光施設

検証① 交通拠点（空港・新幹線駅等）からの公共交通のアクセス状況

検証② 特定のエリア内における、観光施設から観光施設への公共交通のアクセス状況

交通拠点からのアクセス性が低いために

検索ランクに対し実績ランクが低くなっている観光施設

交通拠点からのアクセス性が高いために

検索ランクに対し実績ランクが高くなっている観光施設

特定のエリア内にアクセスが容易な観光施設が無いため

検索ランクに対し、実績ランクが低くなっている観光施設

検索ランク 実績ランク＜

検索ランク 実績ランク＜

検索ランク 実績ランク＞

検索ランク 実績ランク＞

・ 検証①交通拠点からのアクセス性が高く、実績ランクが上がった観光施設（青森県）
青森県における交通拠点からのアクセス性が高く、実績ランクが

上がった観光施設を紹介する。津軽エリアの内、青森市中心部に位
置する観光施設は、観光ニーズは高いとは言えないが観光客が多い
施設である。青森県観光物産館アスパム、ねぶたの家ワ・ラッセは
交通拠点とした新青森駅から鉄道で10分、最寄りの青森駅からは
徒歩圏内となっている。また、浅虫温泉、浅虫水族館は新青森駅か
ら鉄道にて、特別史跡三内丸山遺跡は青森駅からバスにてアクセス
が可能で、それぞれ運行頻度は毎時１本程度である。これより、交
通拠点からのアクセス性が高いと、検索に対し実績のランクが上が
ると考えられる。

・ 検証①交通拠点からのアクセス性が低く、実績ランクが下がった観光施設（青森県）
観光ニーズが高いにも関わらず観光客が少ない施設としてプロッ

トされている津軽エリアの観光施設について説明する。黄金崎不老
ふ死温泉は、新青森駅から最寄り駅まで180分かかり、最寄り駅
からは２時間毎に運行する送迎バスの利用が必要である。また、龍

飛崎は、新青森駅から最寄り駅まで90分かかり、最寄駅からは定
時乗合タクシーによるアクセスとなっている。これより、交通拠点
からのアクセス性が低いと、検索ランクに対し実績のランクが下が
る傾向があることがわかる。

・ 検証②エリア内のアクセス状況が良く、実績ランクが上がった観光施設（島根県）
特定のエリア内における、観光施設から観光施設への公共交通の

アクセス状況を調査した結果について説明する。出雲エリアに分類
した観光施設は、エリア内における周遊がしやすいため実績ランク
が高くなっている。出雲日御碕灯台、島根ワイナリー、古代出雲歴
史博物館は検索・実績ともに１位である出雲大社からのアクセス性
が良く、検索ランクに対し実績ランクが高くなっている。これによ
り、人気のある観光施設が位置するエリア内では、観光施設間の周
遊がしやすいと、他の観光施設の実績を押し上げ、実績ランクが高
くなると言える。

・ 検証②エリア内のアクセス状況が悪く、実績ランクが下がった観光施設（青森県）
エリア内の周遊がし難いため実績ランクが下がっている観光施設

を示す。青森県下北エリアの恐山菩提寺、大間崎、佐井港へはそれ
ぞれバスにてアクセスが可能だが、バスを乗り継いでの周遊はダイ
ヤ上難しく、加えて尻屋崎灯台へのアクセスは乗合タクシーのみで
ある。

下北エリアの観光施設において、検索ランクと実績ランクが同
ランクの尻屋埼灯台以外の観光施設（恐山菩提寺、大間崎、佐井港）
は、検索に対して実績ランクが下がっている。これより、観光施設
間の周遊が困難な場合、実績ランクが下がる傾向があると言える。

・検証結果・考察
【検証①】交通拠点からの公共交通のアクセス状況に関しては、公
共交通でのアクセス性が高いと、検索ランクに対し実績ランクが高
くなる。つまり観光ニーズが低い観光施設であっても利用者数が多
いことがわかる。一方、アクセス性が低いと、検索に対し実績ラン
クが低くなり、観光ニーズが高い施設であっても利用者数が少ない
と言えることがわかった。

【検証②】特定のエリア内における、観光施設から観光施設への公
共交通のアクセス状況に関しては、観光施設間の周遊がしやすいと、
検索ランクに対し実績ランクが高くなる。つまり、エリア内を周遊
する公共交通のアクセス状況が良い場合、観光ニーズが低い観光施
設であっても利用者数が多くなる。一方で、周遊がしにくいと、検
索に対し実績ランクが低くなる。すなわち観光ニーズが高い施設で
あっても利用者数が少なくなることがわかった。

以上より、設定した仮説は妥当であるとし、観光施設までの公共
交通サービスのレベルは、観光客による観光地の選択に影響を与え
ている、と結論付けることとした。

◇今後の調査研究の進め方
今後は、観光地域における「交通サービス」に関する事例の収集、

地域特性に応じた「交通のあり方」の検討を行う。さらに、有識者を
交えた検討委員会での議論を進め、最終とりまとめとして地域の取
組の参考となる実行可能な具体的パターンを作成する予定である。

図−4　検索ランクと実績ランクをプロットした散布図（青森県）

観光ニーズが低い 観光ニーズが高い

観光客が
多い

観光客が
少ない

検索ランク

実
績
ラ
ン
ク

観光ニーズは高いが
観光客が少ない

観光ニーズは高くな
いが観光客が多い
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■報告②�

バス・タクシー・鉄道の自動運転の現状と課題
～運輸分野における自動運転導入の効果・影響と普及加速化に関す
る調査研究（中間報告）～
長谷川 稜　運輸総合研究所 研究員
渡邉 洋輔　運輸総合研究所 研究員
麻生 勇人　運輸総合研究所 研究員

◇調査研究について
・調査研究の背景

自動運転は世界各国において技術革新や
国際競争力の強化、経済成長、GXへの貢献
などあらゆることに期待されている。さら
に日本においては人口減少という大きな課
題がある中で、労働力不足の解決や地域公
共交通の維持・改善にもつながることが期
待されている。しかしながら、自動運転の
導入は実証実験が実施されている程度にとどまり、日本は遅れてい
るのではないかという懸念がある。

◇調査研究の目的
本研究は次の３点を明らかにすることを目的として進めている。

①現状と課題
上記で述べたように日本の自動運転は本当に普及が遅れているの

か、遅れているならばその要因と課題を明らかにする。
②効果や影響

自動運転導入による効果や影響は、どのようなことが、どのよう
に、どの程度影響するのかを明らかにする。
③普及加速化に向けた対応策

日本において、今後どのような取組をしていくべきかをフォア
キャスト、バックキャストの両視点により分析し、提言という形で
とりまとめる。

これらの目的を達成し、その成果を国や自治体、交通事業者、国
民に広く周知・啓発することにより自動運転の普及加速に繋げ持続
可能な公共交通の構築に寄与していくというのが本調査研究の狙い
である。

・調査研究のプロセス
調査研究は以下の４段階のプロセスで進めている。また、本調査

研究では運輸分野における自動運転の全体を把握すべく陸上交通だ
けでなく海上交通や航空交通における現状も調査している。

◇報告内容
今回は陸上交通のバス、タクシー、鉄道の３つのモードに関する、

現状と課題、対応策を報告する。現状の概況として、バスは、日本、
中国、ヨーロッパにてレベル４で導入しているが、ごく一部での導
入となっており普及しているとは言い難い状況である。タクシーに
ついては、米国、中国が進んでおりレベル４でのサービスを提供し
ている。一方、日本は実証実験にとどまっている。

鉄道については、各国でGOA4（無人自動運転）※が導入されて

いる。踏切のある路線では日本がGOA2.5（緊急停止操作を行う
係員付き自動運転）の取組を実施している。

※ GOA：Grade of Automation　の略。IEC62267（JIS E3802）：自
動運転都市内軌道旅客輸送システムによる定義（GOA2.5を除く）

◇各国に於ける自動運転化の意義
各国政府機関等から発行されている文献に、自動車、鉄道それぞ

れにおける自動運転化の意義が記述されており、今回整理した。ま
ず、自動車、鉄道の意義について各国で共通して言えることは、国
際競争力強化や環境負荷低減、経済成長、移動の確保などいずれも
重要なものであり、世界各国がそれだけ自動運転に期待していると
いうことである。

◇バス・タクシーにおける現状
海外の実態調査として、現地での関係者

へのヒアリングやデスクトップ調査などを
行った結果を報告する。

・海外の導入状況
①英国の自動運転バス

英国では、2015年に運輸省とビジネス通
商省の傘下にCenter for Connected and Autonomous Vehicles

（CCAV）という機関が設立され、自動運転の導入が推進されてい
る。本プログラムの下で資金提供が行われた実証実験MultiCAVプ

【調査研究プロセス】
①現状（各種公表資料、既往研究、国内外の取組事例を収集）
②課題と対応策（海外の先行事例を基に対応策を可視化）
③導入の効果・影響(定性的な観点での整理と定量的試算）
④自動運転を普及促進するための対応策の検討・提言

交通分野
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BRT含）
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モノレール含）

二輪・三輪
（自転車、バイク、
シェアサイクル、
キックボード）

自家用車

小型モビリティ

タクシー

トラック

貨物列車

二輪・三輪

宅配ロボ
（フードデリ
バリー等）

小型商用車
（ラストワン
マイル配送）

少量輸送 大量輸送

遊覧船
ヨット
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図ー１　調査研究のプロセス
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◎バス、タクシー、鉄道の自動運転導入の状況のみ本日ご説明
➢バスは日本、中国、欧州の極一部でレベル４ (特定条件下で完全自動運転)導入済
その他地域は、レベル4での実証実験

➢タクシーは米国・中国でレベル４(特定条件下で完全自動運転)導入済
➢鉄道は、各国でGOA４(無人自動運転）導入済
踏切のある路線で日本がGOA2.5(緊急停止操作等を行う係員付き自動運転）

各各国国のの取取組組事事例例をを現現地地調調査査、、デデススククトトッッププ調調査査ししたたたためめ結結果果をを後後ほほどどごご説説明明

陸

鉄
道

タクシー

バス

踏切無

踏切有

新交通

レベル4
導入済

レベル４
実証実験

レベル4
導入済

レベル4
実証実験

レベル4
導入済

レベル4
導入済

レベル４
実証実験

レベル4
実証実験

レベル4
実証実験

GOA４
導入済

GOA４
導入済

GOA４
導入済

GOA2.5
実証実験予定

GOA４
導入済

ーーーGOA2.5
導入済 ー

GOA４
導入済

GOA４
導入済

GOA４
導入済

GOA４
導入済

GOA４
導入済

レベル4
導入済

ASEAN

図ー２　報告内容
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ロジェクトについて紹介する。この実証実験は、オックスフォード
の鉄道駅からミルトンパークという経済特区までの一般道約５km
のルートで行われた。セーフティーオペレータを乗せ、レベル４の
システムで運行し、最高速度65km/hで行われた。このプロジェ
クトは自動運転やMaaS※によって、密な公共交通ネットワークを
構築し、自家用車の使用削減を目的としていた。

このプロジェクトにおける課題についてヒアリングを行った。技
術的な課題としては、走行車線上に植栽がはみ出すと自動運転車の
センサーが検知し走行に支障するため、伐採する必要があった。こ
の他には、自動運転車は有人運転車とのコミュニケーションが取れ
ないため、ラウンドアバウト（環状交差点）での合流が難しいこと
や、一車線の交互通行場所では、自動運転のための信号機の新設を
必要としたことなどが挙げられた。このようなインフラ整備費用が
かかる他、自動運転バスの車両が量産されていないため、ディーゼ
ルバスに比べて４倍程度の価格であることが課題となっている。英
国でも自動運転の導入・推進には、自治体予算だけでは困難で、国
からの支援が必須であると話していた。

その他、英国の特徴として、バスには障碍者などの乗降支援の人
員の同乗が制度上必須となっている。ドライバーは不要でも、無人
でのバスの運行は認められていない。バスのドライバーは、運転以
外の業務も行っており、これら対応の検討も必要となる。

※ MaaS（マース）：Mobility as a Serviceとは、地域住民や旅行者一人一人
のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サー
ビスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

図ー３　①英国の自動運転バスの実態

ププロロジジェェククトト MultiCAV プロジェクト（自動運転バスの実証実験）

推推進進主主体体 First Bus（イギリスのバス事業者）を主体としたコンソーシアム

実実証証期期間間 2023年春～2024年1月

実実証証エエリリアア
・英国オックスフォードにある鉄道駅からミルトンパークまでの
一般道約5kmの路線

自自動動運運転転レレベベルル レベル４ （最高速度 65km/h）

自動運転バス（英国 Fusion Processing社製）
出典：MultiCAV コンソーシアム

自動運転バスの走行ルート
出典：MultiCAV コンソーシアム

【概要】
・英国では、2015年に運運輸輸省省ととビビジジネネスス・・通通商商省省のの傘傘下下ににCCeenntteerr  ffoorr  CCoonnnneecctteedd  aanndd  
AAuuttoonnoommoouuss  VVeehhiicclleess ((CCCCAAVV))  をを設設立立、自動運転の導入を推進

・CCAVのプログラムの下で資金提供された実証実験
・MaaSと自動運転の連携により今まで以上に密密なな公公共共交交通通ネネッットトワワーーククをを構構築築しし、、将将来来的的
にに自自家家用用車車のの使使用用をを減減少少ささせせるることを目指している

②ドイツの自動運転バス
ドイツでは、連邦デジタル交通省が2020年から助成事業を実

施しており、31のプロジェクトを支援し、約270億円の資金を提
供している。そのうちの一つであるドイツ南部に位置する人口
5,700人のバートビルンバッハという町での自動運転バスを紹介
する。ここでは、小型シャトルを使い、セーフティーオペレータが
同乗し、レベル４で、最高速度15km/hで運行している。実証期
間は終了したが、現在も継続して運行している。

バイエルン州バートビルンバッハでは、公共交通の手段が少なく、
中心地区へのアクセス向上を目的に自動運転バスを導入した。住民
の社会参加の機会増加、医療状況の改善、新しいモビリティサービ

スへの受容性の向上も目指している。
このプロジェクトでは、自動運転を考慮した速度制限や案内表示が

行われている。自動運転バスの走行を検知すると制限速度を30km/h
に変更する表示盤を導入するなど、自動運転バスに合わせた道路環
境の整備・ルール作りを行っている。

課題としては、運行は継続しているものの、実証期間における国
の支援終了後の運営財源が問題となっている。運営自体は自治体が
行っているが、自治体予算は限られており、現在は州政府からの支
援を受け、運営している。ドイツでは、この他のプロジェクトでも、
国の支援終了後に予算が確保出来ず、持続可能な公共交通として、
社会実装を目指す上での共通課題となっている。

一方で、バートビルンバッハの自治体としては、自動運転サービ
スの有用性を感じており、エリア拡張を目指している。長距離の路
線となるため、車両の速度の向上が必要となっている。
③米国の自動運転バス

米国では、自動運転バスに関する様々なレポートを連邦交通局が
公開している。レポートによると、米国全体での自動運転バスの実
証試験は、既に完了したものや今後の計画も含め、2024年５月時
点で88件である。また、自動運転バスの車両開発については、タ
クシーやトラックに比べ市場規模が小さいことから、サプライヤー
が開発しておらず遅れている状況である。これらの対策として、共
同調達や大規模プロジェクトなどが検討されている。

この他、自治体などで自動運転を導入する際は、費用便益分析など
により評価をする場合があるが、現状はコストや利益について、利用
可能な情報が無く、分析が困難な状況であることが報告されている。
④米国のロボタクシー　Waymo

Waymoは、既に無人自動運転での有償営業を米国内の３都市で
行っている。タクシーはUberで呼べるようになっているが、最近
では、Uber Eatsの宅配も行っており、ビジネス領域を広げている。

現在、営業エリア全体で700台を保有しており、週に10万回
の有償運行を行っている。このような大規模な取組を可能にしてい
るのは、将来的な市場を見込まれ、数兆円規模の莫大な投資を受け
ているからである。

Waymoのレポートによると、事故の割合は人間が運転するより
85％少ないというデータが出ている。Waymoは人間が運転する
車両との比較や分析結果を積極的に公開している。

推推進進主主体体 Waymo（Alphabetの傘下）

開開始始年年度度 2020年

事事業業エエリリアア
営業エリア ： フェニックス（３１５mile2）, サンフランシスコ（55mile2）

ロサンゼルス（７９mile2）
試験走行 ： バッファロー, ワシントンD.C., アトランタ

自自動動運運転転レレベベルル レベル４ （最高速度72km/h ＠ フェニックス）

【概要】
・2200２２００年年時時点点でで２２,,000000万万ママイイルル（（３３,,２２２２００万万キキロロ））以以上上のの公公道道走走行行実績
・2023年10月より配車アプリ「Uber」からロボタクシーを呼び出すサービスを開始
2024年4月より「Uber Eats」でのフードデリバリーも開始

・全全体体でで約約770000台台保保有有（2024年7月時点）
・週週1100万万回回のの有有償償運運行行を達成（２０２４年８月21日 Waymo X投稿記事）

Waymoのロボタクシー 無人運転の様子

図ー４　④米国のロボタクシーの実態
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⑤米国のロボタクシー　Cruise
Cruiseは、2023年10月までレベル４での無人運転を行って

いた。サンフランシスコで発生した人身事故の際に、クルーズ側が
適切な情報を提供しなかったという理由から営業許可が停止されて
いる。現在は、サンフランシスコを除くフェニックスなどで監視員
付きの自動運転を再開している。
⑥中国のロボタクシー

中国では、北京や武漢を始めとして、特区を設け自動運転を推進
し、既にロボタクシーが複数都市で運行している。2024年５月の
発表では、Baiduは中国全体で１億kmという走行実績を達成して
いる。重大事故は一切発生しておらず、事故率が有人運転車の14
分の１であると発表している。また、2024 年内には武漢で
1,000台もの車両を投入し、25年に黒字化を目指すとしている。
中国でも非常に大規模な取組が行われている。

また、中国政府の取組として、車両や道路、クラウドの統合シス
テムを構築する実証事業を発表している。車両や道路設備（信号）
などをネットワーク化し、交通全体を管理していくという方向性で
あり、この点は特徴的である。

・日本政府の方針
日本ではデジタル田園都市国家構想総合戦略にて、レベル４の自

動運転移動サービスについて、2025年50箇所、2027年100
箇所を目標としている。

・日本での自動運転
各地で様々な車両での実証が進められており、2024年８月末時

点において永平寺と羽田イノベーションシティの２件がレベル４の
特定自動運行許可を取得している。ある程度限定されたエリアでの
自動運転が、事例として先行しており、直近では専用道を走る
BRTのレベル４運行も期待されている。

タクシー

カート

シャトル 小型バス 大型バス

車両サイズ

走
行
環
境
自
由
度
・
柔
軟
性

福岡空港＠空港内道路
（３４㎞/h 定員79人
いすゞ自動車製）

西新宿 タクシー＠公道
（４０ｋｍ/h 定員４名）

永平寺＠公道
（12㎞/h 定員７名）

羽田イノベーションシティ
＠施設内道路

（８㎞/h 定員１０名 仏・NAVYA製）

境町＠公道
（１８㎞/h 定員１０名 仏・NAVYA製）

前橋市＠公道
（35㎞/h 定員36名
日本モビリティ製）

塩尻市＠公道
（30㎞/h 定員１５名
ティアフォー製）

出典：テーマ2 | RoAD to the 
L4 (road-to-the-l4.go.jp)

茨城県 ひたちBRT＠公道
（３４㎞/h 定員56人）

平塚市＠公道
（40㎞/h 定員７９人
いすゞ自動車製）

みやま市 カート＠公道
（12㎞/h 定員４名）

レレベベルル44
運運行行中中

・レベル４の運行許可取得は2件（2024年8月末時点）
・固定ルートで、専用道などでの事例が先行

出典：神奈川中央交通株式会社

図ー５　日本での自動運転

自動運転タクシーサービスについては、Honda、NISSAN、
TIER Ⅳ、MONETが東京や横浜でのサービス開始の計画について
相次いで発表している。台数の規模は様々であるが、時期としては
2024年後半から2026年にサービスを開始する見込みである。

・日本での導入・普及に向けた課題
日本での導入・普及に向けた課題を、走行安全性などを始めとし

た、技術面、インフラや人材、法律・ガイドラインや資金調達など
の環境整備面、国や自治体の取組やビジネスモデルなどの社会デザ
インの面、社会受容性の４つに分類し、10点の課題を抽出した。
ここでは、次の５点の課題を説明する。

図ー６　日本での導入・普及に向けた課題（一覧）

ⅠⅠ．．技技術術

ⅡⅡ．．環環境境
整整備備

ⅢⅢ．．社社会会
デデザザイインン

ⅣⅣ．．社社会会
受受容容性性

ⅠⅠ－－１１．．走走行行安安全全性性
（（車車両両//イインンフフララ問問わわずず））

①自動運転車の安全な完全自律走行の技術が、まだ発展途上であり、
安全性の立証方法も確立していない 〇〇 〇〇

ⅠⅠ－－２２．．そそのの他他技技術術 ②他交通や人間とのコミュニケーションや緊急時対応 〇〇 〇〇

ⅡⅡ－－１１．．イインンフフララ・・路路車車協協調調 ③道路・通信の環境整備の検討が必要 〇〇 〇〇

ⅡⅡ－－２２．．人人材材//組組織織体体制制 ④交通事業者や自治体に専門人材・推進者が少ない、または、いない 〇〇 〇〇

ⅡⅡ－－３３．．法法律律//ガガイイドドラライインン ⑤事故時の法的責任が不明確 〇〇 〇〇

ⅡⅡ－－４４．．資資金金調調達達 ⑥開発や導入に多額の費用を要する 〇〇 〇〇

ⅢⅢ－－１１．．国国のの取取りり組組みみ ⑦補助金が単年かつ分散され、実証が小規模で課題解決にも時間がかかる 〇〇 〇〇

ⅢⅢ－－２２．．自自治治体体のの取取りり組組みみ ⑧実証の知見の横展開が出来ていない 〇〇 〇〇

ⅢⅢ－－３３．．ビビジジネネススモモデデルル//
持持続続可可能能性性

⑨自動運転は既存の交通システムよりも高価で、運賃収入だけでは事業が
成立しないうえ、運転士の賃金が低く、置き換えるメリットが小さい 〇〇

⑩一度の事故で、不安感が過剰に増長される傾向があり、積極的な取組み
が阻害されうる 〇〇 〇〇ⅣⅣ－－１１．．社社会会受受容容性性

都市都市 地方地方分分類類分分類類 課課題題・・概概要要課課題題・・概概要要 課課題題・・詳詳細細課課題題・・詳詳細細

〇〇

・日本における自動運転化に向けた課題を
「ⅠⅠ．．技術」、「ⅡⅡ．．環境整備」、「ⅢⅢ．．社会デザイン」、「ⅣⅣ．．社会受容性」に分類
・分類ごとに合計１０の課題を抽出

①技術　走行安全性
日本の現状としては、完全自律走行の技術が発展途上であり、各

実証・導入台数は数台で、自律走行実績が少ない状況である。今後
の対応としては、技術課題に対して開発や実証が継続して行えるよ
うな枠組みと補助金制度の構築が必要と考える。現状の補助金は単
年度予算になっており、複数年に跨って継続した開発が行えないこ
とが課題になっている。
②環境整備　インフラ・路車協調

自動運転車の走行のための道路・通信の環境整備の検討が必要で
あり、今後は必要な整備に関するガイドラインを定めることや、整
備費用の負担主体明確化や予算化が必要である。また、路車協調シ
ステムについては、責任分解点を明確にすることが求められる。
③環境整備　法律/ガイドライン

無人の自動運転車が事故を起こした場合に、どの当事者がどのよ
うな場合に責任を負うのかが不明確であり、イノベーションの阻害
要因になり得る。現在、デジタル庁を中心に検討が進められており、
対応策としては、具体化定量化された保安基準やガイドラインを作
成し、責任判断の予測性を向上することや事故調査機関の強化が挙
げられている。
④社会デザイン　ビジネスモデル/持続可能性

自動運転システムが既存のシステムよりも高価で、運賃収入だけ
では事業が成立せず、置き換えるメリットが小さいというのが課題
となっている。バスやタクシーなど、公共交通としての導入に際し
ては、この費用を交通事業者だけが負担すべきなのかという事も議
論の必要があるのではないか。自動運転の効果・影響・需要とその
受益者を明らかにし、費用負担すべき主体を明確にしていくという
事が必要と考える。

また、導入する自治体においては、自動運転を入れるということ
を目的化するのではなく、街づくりの一環として自動運転をどう取
り入れるのかという検討が求められる。
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⑤社会受容性
自動運転は、当然ながら安全が最重要ではあるが、日本において

は、一度事故が起こると、色々な報道もある中、不安感が過剰に増
長されてしまうという傾向があり、積極的な取組が阻害され得る状
況にある。事故に関する情報を一元化し、公開することで、社会の
理解の醸成に役立つのではないかと考える。また、自動運転の安全
性やサービスレベルについて、ある種利用するうえでの制限なども
含めて、広く利用者や住民の理解を得ることが、自動運転の早期導
入には必要ではないかと考える。

◇鉄道における現状
鉄道の自動運転、特に、「無人」自動運転

に着目して海外・国内の現状を紹介する。

・各国の動向
（鉄道の分類）

本研究における鉄道の分類については、
「普通鉄道」と「新交通」に大分して定義し
た。普通鉄道は、日本で言う一般的な鉄道全般を指し、踏切などの
平面交差を有する鉄道、全線が高架構造の鉄道、地下鉄を指すもの
とする。新交通は、モノレール、高架構造のAGT※を指すものとす
る（AGTとは、ゆりかもめなど、ゴムタイヤ式でコンクリート走
行路を案内軌条式で走行する、自動運転輸送システムを指す）。

※ AGT：Automated Guideway Transit。自動案内軌条式旅客輸送システム。
小型軽量車両が自動運転により専用軌道上の案内軌条に従ってゴムタイヤ
で走行する方式の中量軌道輸送システム。

（各国の動向）
無人自動運転に関するそれぞれの国内外の大まかな動向としては、

平面交差を有する鉄道においては、世界を見ても、無人運転を行っ
ている実績はない。新交通については、日本・海外ともに無人自動
運転の運行が1980年代から行われている。全線高架や地下鉄に
ついては、日本では無人運転の実績はないが、海外では無人運転が
行われており、日本が遅れを取っているともとれる状況である。
（なお、ここでの無人運転とは、GOA3以上の、いわゆるドライ

バレス運転を指し、サービス要員や案内係員の乗車有無は考慮して
いない。）

詳細な各国の無人運転導入路線数を、上述の定義に則り、普通鉄
道と、新交通に分けて整理した。普通鉄道の世界の例を見ると、フ
ランスのリールで1983年に世界初の無人運転地下鉄が運行を開
始した。この地下鉄は、VALシステムと呼ばれるゴムタイヤ式で、
車両のサイズも小さな路線であった。中国については、各所で
2000年代以降に、把握できる範囲でも43路線で無人運転が導入
されている。無人運転に必要な技術については、日本のメーカーも
保有しており、複数路線において日本のメーカーのシステムが採用
されている。

・海外の導入状況分析
東京・パリ・シンガポール・デリーの地下鉄に関して、地下鉄単

独新線建設路線数とそのうちの無人運転路線数を、４つの年代に分
けて整理した。地下鉄における無人自動運転は、1998 年パリ、
2002年・2009年にシンガポールにて導入が始まった。パリや
シンガポールでは、これ以降に開業した新線でも無人運転を導入し
ている。デリーでは少し遅れ、2020年以降に開業した新線におい
て、無人運転を導入している。また、現在建設中の地下鉄路線につ
いては、いずれの国においても、無人自動運転が予定されている。

一方東京では、最後の新線建設が1991年の大江戸線であり、建
設中の単独新線も無い。世界で無人自動運転が主流になる少し前に、
地下鉄の建設が終わっており、地下鉄の無人運転では、一歩遅れを
取っている。ただし、福岡の地下鉄七隈線については、2000年代の
無人運転が潮流となった時期の建設であり、概要について後述する。

既存の有人運転路線の無人化については、まだ世界でも事例は少
ないが、フランス パリメトロで２路線、シンガポールでは２路線
において、有人から無人に切り替えがされている。
①パリの無人自動運転地下鉄

パリでは、1998年に単独新線である14号線を無人自動運転路
線として開業した後、既存線の１号線及び４号線を無人自動運転に
転換した。全16路線（内２線は支線）の内、現在３路線が無人自
動運転路線となっている。ポイントとしては、安全対策として、
ホームドアを設置して無人運転を行っている。システム面では、過
走時は次駅までそのまま運行する運用としている。ホームトラブル
や駅間停止などの場合は、駅係員が急行し、対応しており、運転士
や車掌が乗務している路線と同等のサービスレベルではない、とい

普通
鉄道

新交通

日日本本及び海海外外各各国国にて
無人運転実績あありり

海海外外各各国国にて
無人運転実績あありり

日日本本及び海海外外各各国国にて
無人運転実績ななしし

全線高架

平面交差あり

地下鉄

モノレール

高架AGT※

※ AGT：Automated Guideway Transit ゴムタイヤ式自動案内軌条式旅客輸送システム
※ 無人運転：GOA3及びGOA4

12

15

2
00 0 0 0

0

5

10

15

20

東京 パリ シンガポール デリー

～1990年開業

建設路線数
内無人路線数

0 0

2

4

0 0

2 2

0

1

2

3

4

5

6

東京 パリ シンガポール デリー

2011年～2024年開業

・2000年前後を境に、無人自動運転地下鉄路線が増加
・海外の事例は、主に単独新線建設（延伸は除く）時に無人自動運転を導入
・フランス及びシンガポールでは、有人路線を無人に切り替えた事例あり

※ 延伸新線は除く
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有楽町線と南
北線の延伸計
画はあるが、
単独新線なし

【参考】福
岡_七隈線
２００５年

単独新線２件の他、
南北線と東西線は
有人路線を無人
路線に切り替え
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図ー７　各国の動向（無人自動運転導入状況） 図ー８　海外の導入状況分析（地下鉄単独新線建設及び内無人路線数）
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うことが挙げられる。次に、有人路線を無人化する際のポイントと
して、ホームドアの整備を含めた無人運転化に要する資金は、運営
事業者であるRATP（パリ交通公団）ではなく、パリ広域圏の政府
機関から出資がなされていることが挙げられる。

この他に、フランスではストライキが多いが、ストライキの際で
も、無人運転により14号線が運行できていたことにより、無人運
転が市民からの信頼を得た。一方労働組合は人員削減を恐れ無人化
に反対していたものの、鉄道事業者が反対を押し切り、既存の有人
路線を無人化したという経緯がある。
②シンガポールの無人自動運転地下鉄

シンガポールでは、2003年の北東線開業時から無人自動運転が
始まり、その後に開業した３路線はいずれも無人自動運転を導入し
た。2018年には既存２路線であった南北線と東西線において、信
号設備の更新に合わせて無人自動運転を導入した。現在では地下鉄
６路線全てで無人運行がされている。

一時は民間が設備を保有していた時期もあったが、民間所有では
設備投資が進まないため、2008年より政府が設備を所有し、設備
投資を実施する政策に変更した。シンガポールでは上下分離方式が
とられているため、民間企業による運行がされている路線について
も、建設・設備投資は政府資金により行われている。設備更新のタ
イミングでシステムのアップグレードをすることで、効率的に投資
している。
③デリーの無人自動運転地下鉄

デリー内全９路線の内、2020年前後に開業した２路線において、
無人自動運転がされている。８号線については、日本信号株式会社
が無人自動運転を含む信号システムを提供。もう１つの無人自動運
転路線の７号線は、カナダ・ボンバルディア社（現在のフランス・
アルストム社）がシステムを提供している。また、2019年に開業
した現状最も新しい９号線は、最新の信号システムが導入されてい
るものの、路線が短く、ホームドアも未設置のため、無人運転は
行っていない状況である。

一方、カナダやイギリス、アメリカなどではホームドアを設置せ
ずに無人運転を行っている路線もある。無人自動運転を行う国にお
ける安全性あるいは基準、利用者視点での社会的受容性などが各国
で異なり、導入に関する重要な要因となっている。

図ー９　③デリーの無人自動運転地下鉄の実態

推推進進主主体体 DMRC（デリー地下鉄鉄道協同組合）

開開始始年年度度
（（GGOOAA44））

7号線（桃） ：２０２１年（開業は２０１８年）
８号線（濃桃）：２０２０年（開業は２０１８年）

日本の信号メーカーによる無人自動運転システムの提供例

8号線
出典：日本信号株式会社

デリー地下鉄路線網_全全９９路路線線、、335500..4422kkmm
出典： AshuArtsNew, Delhi Metro Network 2020,

20２０, CC BY-SA ４.0

出所：DMRC YEARENDER FOR THE YEAR 2021
https://delhimetrorail.com/pages/en/pressrelease_details/another-
year-of-accomplishments-for-dmrc-delhi-met

【概要】

・ ８号線は、日本信号株式会社による無無人人自自動動運運転転を
含む信号システムの設計・製造・工事・メンテナンス

・７号線は、加 ボンバルディア社製のシステムにより建設

・２０１９年に建設された９号線（灰）には、CBTCシステ
ムは導入されたが、ホホーームムドドアアはは未未設設置置ののたためめ無無人人
自自動動運運転転はは未未実実施施

【ポイント】

・日日本本のの信信号号メメーーカカーーにによよるる無人自動運転システム提供

・開業当初からシステムは無人自動運転に対応

・日本政府の方針
これまで自動運転を行うためには、人などが容易に線路内に立ち

入らない構造（線路上の支障物検知・自動停止の可）かつ、ホーム
ドアの設置を義務づけていたが、2023年３月の自動運転の技術基
準の改正により、前方を係員が監視することにより対応が可能とな
り、日本独自の自動運転レベルである、運転士ではない係員が列車
前頭乗務を行う、GOA 2.5が可能になった。

また、さらなる取組促進を目的として、国土交通省では「鉄道に
おける自動運転の導入・普及に関する連絡会」を開催している。

・日本の自動運転
（福岡の自動運転　香椎線）

JR九州 香椎線では、基準改正に合わせてGOA 2.5での運行が
開始。その他にも各所でGOA 2.5以上に向けた取組が行われてい
る。平面交差を有する鉄道においては、地上センサーや、前方検知
システムの技術開発も進められている。日本もまずはGOA 2.5か
ら導入をはじめ、省力化などの課題解決に向けて、着実に歩を進め
ている。

（福岡の自動運転地下鉄　七隈線）
七隈線は無人運転が可能なシステムを導入し、2005年に開業し

ている。しかし、利用者の安全確保を目的に、有人運転がされてい
る。また、現在のところ、七隈線においては運転士不足の状況では
ないことも有人運転での運行を行っている背景要因の一つとなって
いる。地下鉄のドライバレス運転には、閉鎖された空間特有の不安
感が乗客にあり、社会的受容性も、国内で無人運転が推進しづらい
一因となっている。

・日本での導入・普及に向けた課題
鉄道における、「有人運転路線をドライバレス運転化する際の」

課題を整理した。12点の課題を抽出し、次の４点を説明する。
①環境整備　人材/組織体制

都市部特有の課題になるが、運転士不足が迫るものの、現状では
無人化のためには、人員の配置変更が必要となる。その際、運転士
の労働意欲低下が懸念され、配置転換を推進しづらい、また、積極
的に自動化への取組ができない、公表ができないという実態がある。
パリメトロでは、運転士は別路線でのキャリア継続、または無人自
動運転化によって必要となる監視員などへ転身できるよう労働組合
と合意を取った。人員数・自動運転化路線数・自動運転レベルなど
を加味した段階的な導入が対応策として必要ではないかと考える。
②環境整備　法律/ガイドライン

装置と司令員もしくは添乗員との役割・責任分担の整理を行い、
法的に明確なガイドラインを整備が課題となっている。また、駅係
員などが迅速に現着できる仕組みづくりも必要であると考える。例
えば、パリメトロでは、テロがあった時に添乗員が１人いても仕方
がないと、割り切って捉えている。
③環境整備　資金調達

新しい技術や設備を導入する場合は、技術開発や改修にコストが
かかり、設備が増えることで維持管理費も増加する。日本では事業
者が独自の企業努力で投資を行っているが、海外では経営構造の違
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いもあり、設備投資に対する出資元が日本とは異なっている。パリ
４号線の例を挙げると、無人自動運転化に必要となった約800億
円（161円/€）にも上る費用全額を政府機関が負担した。その他、
シンガポールでは、効率的な投資となるよう設備更新のタイミング
で無人自動運転システムを導入している。日本でも、将来的な費用
対効果を明らかにし、設備更新時などにおける計画的な投資が必要
となる。一方で、運賃のみでは事業が成立せず、設備投資が行えな
い地域もある。そのような地域では上下分離も手段の一つとして検
討対象になるかと考える。

また、行政からの補助金や利用者負担も検討する必要があり、そ
の際は、自動運転により鉄道サービスを維持・向上できることの受
益を明確化しておく必要がある。
④社会受容性

有人で運行していた路線を無人化する際には、利用者の不安感が
ぬぐえない実情がある。実証実験や無人運転化に関連する報告、そ
の他各種活動を通じて、鉄道サービスの維持・向上など利用者に対
する自動運転の効果を明らかにし、周知・啓発していくことが重要
であると考える。

図ー10　日本での導入・普及に向けた課題（一覧）

ⅠⅠ．．技技術術

ⅡⅡ．．環環境境
整整備備

ⅢⅢ．．社社会会
デデザザイインン

ⅣⅣ．．社社会会
受受容容性性

ⅠⅠ－－１１．．運運行行安安全全性性
（（車車両両//イインンフフララ問問わわずず））

ⅠⅠ－－２２．．そそのの他他技技術術

ⅡⅡ－－１１．．イインンフフララ

ⅡⅡ－－２２．．人人材材//組組織織体体制制

ⅡⅡ－－４４．．資資金金調調達達

ⅣⅣ－－１１．．社社会会受受容容性性

ⅢⅢ－－２２．．自自治治体体のの取取りり組組みみ

ジジ デデⅢⅢ－－３３．．ビビジジネネススモモデデルル//
持持続続可可能能性性

ⅡⅡ－－３３．．法法律律//ガガイイドドラライインン

①ヒューマンエラーは減らせるものの、列車進入出時の旅客接触や
踏切における安全性が担保できない

②踏切や前方の安全確認については技術開発が必要

③有人運転路線をドライバレス運転化する際には技術検討（ドア
開閉・停車位置調整・旅客誘導・緊急時対応）が必要

④相直により、事業者間調整に時間・コストがかかる

⑤運転士不足が迫るものの、現状では人員の配置変更が必要

⑦技術開発・改修（ATO・ドア開閉・停車位置調整・旅客誘導・
緊急時対応）に投資が必要で、維持管理コストも増加

⑧特に中小事業者において投資余力がなく、国の制度設計が必要

⑧特に中小事業者において投資余力がなく、自治体の補助が必要
⑨公営鉄道については、運転士が公務員のため、人員の配置変更
がより困難

⑩全ての障害を短期的に解決してまで導入するだけのメリットが
無いと考えている

⑥緊急時対応が解決していないと事業者が考えている
（ガイドラインが未整備）

⑪現在の輸送量へのシステムの対応（混雑状況への対応）
⑫有人路線を無人化する際、利用者に不安感がある

〇〇 〇〇

〇〇 〇〇

〇〇 〇〇

〇〇

〇〇
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ⅢⅢ－－１１．．国国のの取取りり組組みみ

・日本における自動運転化に向けた課題（有人運転路線をドライバレス運転化する際の）を
「ⅠⅠ．．技術」、「ⅡⅡ．．環境整備」、「ⅢⅢ．．社会デザイン」、「ⅣⅣ．．社会受容性」に分類

◇まとめ
バス、タクシー、鉄道を対象に自動運転の海外と日本における現

状を示し、普及加速化に向けた日本の課題と対応策について検討し
た。自動運転の普及は国際競争力強化や経済成長・産業創出、移動
の確保など今後の日本にとっても大きな意義はある一方で、バス、
タクシー、鉄道すべてのモードにおいて技術的な課題以外に環境整
備や社会デザイン、社会受容性などの多岐にわたる課題があること
が分かった。これらの多岐にわたる課題を解決していくためには、
すべてのステークホルダーがそれぞれ享受する自動運転化の効果や
影響を認識し、自発的に協力する必要があるものと考える。

従って、今後の研究の進め方として、効果・影響の定性的/定量
的な分析を行い自動運転化の受益者を明らかにする。また、自動運
転の現状と課題、効果・影響の分析結果から自動運転化を普及・加
速化するための提言案を作成し広く周知する。それにより、持続可
能な公共交通の構築に寄与していきたいと考える。

■報告③�

デジタル技術活用に関する内外の先進事例
～デジタル技術の活用等による持続可能な物流システムの構築に関
する調査研究（提言の基礎）～
廣松 智樹　運輸総合研究所 主任研究員

◇調査研究と提言について
物流業界は、従来からのトラックドライ

バーの担い手不足に加えて、いわゆる物流
の「2024 年問題」により、2024 年４月
からトラックドライバーに時間外労働時間
の上限規制が適用され、物流への影響が懸
念されている。一方、政府においては、「総
合物流施策大綱（2021年度～2025年度）」

（2021年６月）の中で「物流DXの推進」を掲げ、デジタル化等
により非効率な物流改善を進めていく方針としている。しかしなが
ら、物流分野はまだまだアナログでの対応が多いのが現状であり、
物流効率化・生産性向上のためには、その強力な手段となるデジタ
ル技術を積極的に活用し、物流システムを改善していくことが急務
である。

このため、本調査研究では、まず物流を取り巻く現状・課題等を
整理し、デジタル技術を活用した取組等について事例収集・分析を
行った。そのうえで、デジタル技術の活用を通じた物流システム改
善のあるべき姿を想定し、その実現に向けて取組むべき施策と期待
される効果について検討を行った。なお、検討を進めるにあたって
は、学識者、有識者、関係省庁等の委員からなる「デジタル技術の
活用等による持続可能な物流システムの構築に関する検討委員会」

（委員長：西成活裕東京大学大学院教授）を立ち上げ、2022 年
12月～2024年３月まで計６回の会合を開催し、議論を重ねてき
た。この検討成果は、提言としてとりまとめ、2024年５月に提言
“持続可能な物流システムの構築に向けて～解決のカギは「デジタ
ル技術」～” を公表した。また同年７月には、提言報告も含めた
シンポジウムを開催した。

◇デジタル技術の活用に関する事例紹介
以下では、提言をまとめるにあたって情報収集し、提言の基礎と

なった内外の先進事例のうち８事例を取り上げて紹介する。

・発着荷主間、荷主・物流事業者間の連携
①自動発注システムの活用

冷凍食品などの低温物流を担うニチレイロジグループの物流セン
ターでは、エリアでの小売・外食店舗配送において、①低温セン
ターにおける便波動平準化、②低温センターにおける曜日波動平準
化、③常温センターにおける発注リードタイム延長について、自動
発注システムの機能を、店舗効率化だけでなく、物流効率化の条件
も加味するよう改修し、POSデータとも照らし合わせながら、欠
品・廃棄ロスが増えないか検証した（図−１）。

便波動については、従来、物量のバランスが、１便80%、２便
20%の割合で、２便に空きスペースが生じており、非効率な積載
となっていた。そこで、一部発注条件を１便から２便に変更し、店
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舗やメーカーの効率も考慮し、１便を70%に設定して、自動発注
システムで発注データを作成し、POSデータと照らし合わせて調
査した。その結果、１便から２便に変更しても、欠品・廃棄ロスは
増加しないことが確認できた。この10%分が２便にスライドする
ことにより、空きスペースでスライド商品を吸収することができ、
週 13 台、年間換算で約 650 台の車両を削減することができた

（図−２）。

図−２　便波動平準化後改善効果
出典：ロジスティクス・ネットワーク社資料

こうした事例は、「商品生産・サービス提供等に必要となる物流
コストの把握」、「発送量・発注の適正化」などの施策提言につな
がっている。
②メニュープライシングの活用

日用品メーカーのユニリーバでは、物流効率化のインセンティブ
が働きやすくなるよう、商品価格と物流サービス価格を分離したメ
ニュープライシングを導入した。メニュープライシングの基本的な
パターン（図−３）は、まず、発注方式や最低発注・配送ロットな
どの項目ごとに基準となる物流サービスの水準とサービスの高低を
決め、サービスレベルに応じた価格体系を2021年４月から導入
した。また、受注処理の段階でインセンティブを計算し、販売先の
仕入伝票が立つ際に自動的に値引きが入る「伝票引き」と、一定期
間の実績を事後精算する「アナログ後払い」の２つの仕組みを設け
ている。

図−３　メニュープライシングの基本的なパターン
出典：ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング社資料

この取組により、発荷主と着荷主の間で、物流サービスとそのコ
ストが明確化されたことで、物流効率化のインセンティブが働きや
すくなった。その結果、これまでのバラ発注から、面発注、パレッ
ト発注への移行が進んだ。メニュープライシング導入後の新制度１
年目では、バラ発注の割合が減少し、その分、面発注とパレット発
注の割合が増加した。新制度２年目についても、概ね同水準を維持
している。バラ発注が減ったことで、積み込みや荷下ろしに要する
作業時間が減り、年間5,500～5,800時間相当の作業時間を短縮
した（図−４）ほか、積載率上昇・納品回数減少により２年目には
15%の配送台数削減につながった。

こうした事例は、「物流条件によるメニュープライシングの導入」、
「発着荷主間の契約時における運送内容・体制・責任分界の明記」
などの施策提言につながっている。

図−４　パレット/面/バラ 発注活用率
出典：ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング社資料

・企業間データ連携に向けたルールづくり
欧州では、分散型のシステムによりデータ主権を保持するため、

産業分野横断的な取組のGaia-X、及び自動車・部品製造業分野の
個別取組の Catena-X が進められている。産業分野横断的な、
Gaia-Xは、ドイツ・フランスの経済省が2019年にプロジェクト
を発表し、産学官が連携して活動を行っている。また、Gaia-Xの
個別分野での取組として、自動車・部品製造業分野で進んでいるの

図−１　自動発注システム機能の物流効率化への活用
出典：ロジスティクス・ネットワーク社資料
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がCatena-Xである。ドイツ経済省が支援しており、ドイツの自動
車・部品製造業、IT 等 28 社・研究所によるコンソーシアムが
2021年に設立され、仏企業やDENSOドイツを含む153メンバー

（2023年５月現在）が参加している。各企業で異なる様式・ソフ
トで運用されているデータについて、当該企業間での個別合意を前
提に、Catena-Xで開発したデータ標準によるデータの接続と、相
互運用を可能にする取組が進んでいる。さらに、製品のトレーサビ
リティ及びカーボンフットプリントの見える化など10のユース
ケースが想定され、原材料や物流過程も含まれる。

こうした事例は、「既往の物流システムを軸とした自律・分散・
協調型物流ネットワークの構築」などの施策提言につながっている。

・スタートアップ企業による取組
①車両動態プラットフォーム
（一社）運輸デジタルビジネス協議会の WG 活動から生まれた

traevo（2022年設立）では、デジタルタコグラフ等の車載器か
ら車両情報を収集し、必要な情報を荷主や運送事業者に提供する動
態管理プラットフォームを、2023年１月から正式にサービス開始
している。システム構造については、様々なメーカーの車載器、各
社が所有する外部システムに API（Application Programming 
Interface）で連携し、荷主等が輸送状況をリアルタイムで確認す
ることができる（図−５）。

図−５　traevoのシステム構造
出典：「持続可能な物流の実現に向けた検討会」第５回検討会（2023年１月17日）資料1-4

車両の動態データの流通・利活用を促進することで、物流現場の
アナログ作業を削減し、自社サプライチェーンで発生している問題
状況の可視化・把握が可能となる。大手飲料メーカー等で採用され
ており、荷主・元請のシステムと連携し、作業時間の削減を実現し
ている。

こうした事例は、「通信型デジタルタコグラフの導入による物流
動態、拘束時間・労働時間管理のデジタル化」などの施策提言につ
ながっている。
②幹線・共同・中継輸送の効率化

日野自動車株式会社が中心となって 2018 年に設立された
NEXT Logistics Japanでは、関東・関西間において、１台で２
台分の輸送が可能なダブル連結トラックにより、異業種の多様な品
目・温度帯の荷物を混載した共同輸送事業を2019年12月に開始
し、輸送シェアリングにより混載をコーディネートしている。また、

中部エリアでドライバーがチェンジする中継輸送を実施している
（図−６）。さらに、定時運行によりトラックの稼働率を上げている。

そして、共同輸送する異業種の多様な品目・温度帯の荷物をどの
ように混載するかを「NeLOSS」と呼ばれる独自のシステムを使っ
て決めている。このシステムでは、量子コンピュータを用いた自動
割り付け・積付けシステムにより、荷物や車両の情報、荷姿、リー
ドタイムなどを変数として40秒ほどで自動計算し、配車と荷物の
積み合わせの最適化を図っている（図−７）。

また、積載効率を上げるためには、例えば、重量のある飲料と軽
い食品を組み合わせるなど、容積と重量の両面から検討する必要が
あるため、トラック荷室内の3Dセンサーから容積ベース、ECU

（Electronic Control Unit）データから重量ベースの積載率を把握
し、容積と重量の複合積載率は平均63%、最大89%（参考：ト
ラック全体の積載率39%）を実現している。今後は、システムの
オープン化も予定しており、効率的な共同輸送の拡大が期待される。

こうした事例は、「共同輸配送・混載輸送、ダブル連結トラック
拡充に向けたデータ連携」、「データ、AIを活用したシェアリング、
マッチングシステムの構築」などの施策提言につながっている。

・物流事業者による取組
日本通運では、発着地・個数・重量等の情報を入力するだけで、

利用可能な国内輸送モード（自動車、航空、鉄道、内航海運、Sea＆

図−６　関東・関西間の中継輸送イメージ
出典：NEXT Logistics Japan社資料

図−７　NeLOSSによる輸送最適化の仕組み
出典：NEXT Logistics Japan社資料
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Rail）を瞬時に検索・比較できるサービス「ワンストップ・ナビ」
を2021年10月から提供している。検索結果画面には、運賃・諸
料金やリードタイム、CO2排出量の選択肢が出力され、利用者の優
先順位に応じて適切な輸送手段を選択できるようになっている。

このようなツールが発展・普及し、輸送手段間の情報面でのシー
ムレス化が進めば、鉄道・内航海運へのモーダルシフトの更なる促
進につながることが期待される。

こうした事例は、「貨物単位当たりの CO2 排出量算出」、「カー
ボンニュートラル施策との連携」などの施策提言につながっている。

・行政による取組
①電子ログ記録装置（ELD）の設置義務化

米国の連邦自動車運輸安全局（FMCSA）では、2018 年にト
ラックドライバーの安全向上を目的に、ELD設置を義務化し、取得
を義務化している情報のデータ仕様を標準化した。また、ELDから
自動取得される位置情報と紐付けて、貨物のトラッキングや作業状
況の把握が可能となったことで、ELD義務化を契機に、共同輸送や
マッチングサービスなど物流効率化に資する新たなサービスが普
及・拡大している。一方、日本では、運行記録計装着の義務付けは
あるが、アナログ式、デジタル式どちらの装着でも問題ない。また、
位置情報の取得も任意となっている。

こうした事例は、「通信型デジタルタコグラフの導入による物流
動態、拘束時間・労働時間管理のデジタル化」などの施策提言につ
ながっている。
②物流情報標準ガイドライン

物流情報に関する標準的な形式を定めた「物流情報標準ガイドラ
イン」が、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第
２期（2018年度～2022年度）において策定され、2021年10
月に初版を公開、現在はver.2.01を公開している。また、2023
年度以降は、（一社）フィジカルインターネットセンターが、本ガ
イドラインの運営管理を担当している。本ガイドラインは、①物流
情報標準メッセージレイアウト、②物流情報標準共有マスタ、③物
流情報標準データ項目一覧、の３つの標準から構成されている。

本ガイドラインにより、物流業界の情報標準化が促進され、より
幅広い関係者間でのデータ連携が実現されれば、共同輸送などの
サービス展開が容易になり、物流の効率化が進むことが期待される。

こうした事例は、「物流情報標準ガイドラインに基づく標準化の
普及」などの施策提言につながっている。

◇まとめ
発着荷主間や荷主・物流事業者間の連携、スタートアップ企業に

よる新たなサービス提供など、物流効率化・生産性向上に向けた取
組は確実に進みつつあり、デジタル技術の活用が物流効率化の強力
な手段となっていることが確認できた。今後、より広範囲にかつ加
速度的にデジタル技術を活用した物流システムの改善を進めていく
ためには、データの標準化やデータ連携の仕組みづくりが重要と考
えられる。このため、物流情報標準ガイドラインに準拠したデータ
整備・管理や通信型デジタルタコグラフの普及の推進をはじめ、
データ連携の環境整備が積極的に進められていくことを期待したい。

■報告④�

グリーンスローモビリティの導入とソーシャルキャピタルの醸成
覃 子懿　運輸総合研究所 研究員

◇研究概要
地域住民の足を確保するために、グリーン

スローモビリティ（以下：グリスロ）が各
地で導入されている。グリスロの導入は、
住民の移動利便性の向上を目的とするだけ
ではなく、地域交流を促進し、地域のつな
がりを強化する効果も期待されている。本
研究は千葉県千葉市桜木地域におけるグリ
スロの導入事例を対象とし、グリスロの導入後の社会的効果をソー
シャルキャピタルというアプローチを用いて考察し、地域公共交通
が地域社会にもたらす価値や効果について新たな示唆を得ることを
目的とする。

・研究の新規性と仮説
グリスロの導入目的としては、外出利便性の向上と地域交流の促

進が挙げられる。先行研究においては、利用者の外出行動や交流の
変化が考察されており、グリスロ導入後に外出機会の増加や交流の
促進といった効果が確認されている。一方で、グリスロは単なる地
域内の移動手段に留まらず、住民主体の運営方式もその特徴であり、
地域社会に特有の効果をもたらす可能性がある。

本研究では、グリスロの導入効果を考察するにあたり、移動手段
としての効果に加え、住民主体による運営方式がもたらす地域社会
への影響にも注目する。この住民ボランティアによる運営活動が、
地域交流を促進し、コミュニティを強化する効果を持つと仮定し、
その検証を行う。

さらに、地域コミュニティ強化の効果を測定するため、ソーシャ
ルキャピタルの概念を用いる。ソーシャルキャピタルとは、人々の
つながりや信頼、社会的規範、ネットワークを指す概念であり、コ
ミュニティの活力を示す重要な指標となる。

本研究は、グリスロの導入が利用者の外出機会を増やし、地域交
流を促進することによって、利用者のソーシャルキャピタルを醸成
する効果があると仮定する。また、グリスロの運営活動（試乗会、
ワークショップ、式典などの地域イベント）に参加するボランティ
アや関係住民にも影響を与え、地域全体のソーシャルキャピタルの
向上に寄与することが想定される。本研究の仮説は、住民主体型グ
リスロの導入が利用者だけでなく、地域全体のソーシャルキャピタ
ル醸成に寄与するというものである。

したがって、本研究では、グリスロの利用とソーシャルキャピタ
ル醸成の関連性、また、グリスロ運営活動の参加とソーシャルキャ
ピタル醸成の関連性について検証する。

これにより、グリスロが地域の移動手段としての役割を超え、コ
ミュニティ形成や地域の持続可能な発展においてどのような影響を
与えるかを明らかにすることを目指す。

・研究方法
グリスロの導入効果を観察するため、グリスロが運行されている
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千葉市桜木地区でアンケート調査を実施した。桜木地区は千葉市中
心部から離れ、バスサービスが不足しており、高齢者にとって特に
外出不便な地域である。2023年４月（導入前）と11月（導入後
半年）に無作為抽出でアンケートを行い、個人属性、外出習慣、グ
リスロへの期待や認識、地域愛着などソーシャルキャピタルの項目
を調査した。２回目の調査では、グリスロの実際の利用状況なども
尋ねた。さらに、実際の利用感想など、住民に対するインタビュー
調査も行った。

・分析フレームワークと分析結果
本研究では、グリスロの利用効果と運営活動の効果を考察するた

め、利用者と非利用者、そして運営活動に関わる住民（ボランティ
アおよび一般の参加者）に着目し、分析を行った。その効果を評価
には、「地域住民への信頼」、「地域への愛着」、「地域互助精神」、「近
所付き合い」、「友人付き合い」の五つの項目をソーシャルキャピタ
ルの代理変数として設定した。この五つのソーシャルキャピタル項
目は、「１」から「５」の５段階評価である。

図−１　ソーシャルキャピタルの指標

➢➢ソソーーシシャャルルキキャャピピタタルルのの指指標標

Q1:桜木地域には、信頼できる人が多いと思いますか？

Q2:桜木地域に対して愛着を感じていますか？

Q3:桜木地域では、お互い様や、助け合いの精神が根付
いていると思いますか？

Q5:近所の人以外（地域外の友人や知人など）と
普段どの程度の付き合いをしていますか？

Q4:近所の人と普段どの程度付き合いをしていますか？

34% 40%

58% 64%

36% 43%

1回目 2回目

(N=1076)

(N=1235)(N=1089)

(N=1128)

(N=1080) (N=1143)

(N=1072) (N=1132)
(N=1080)

(N=1136)
36% 38%

積極的に付き合い

1回目 2回目

42% 44%

積極的に付き合い

1回目 2回目

そう思う

（（55段段階階回回答答：：5 強くそう思う；4 そう思う、3 どちらでもない、2 そうと思わない、１ 全く思わない））
①①信信頼頼

②②地地域域愛愛着着

③③互互助助精精神神

④④近近所所付付きき合合いい ⑤⑤友友人人付付きき合合いい

まず、グリスロの利用効果を検証するため、利用者と非利用者の
ソーシャルキャピタルの５項目の平均点を比較したところ、利用者
は非利用者よりも有意に高い平均値を示した。これは、グリスロの
利用がソーシャルキャピタルの向上に寄与していることを示唆して
いる。また、運営活動への参加者と非参加者の比較においても、参
加者のソーシャルキャピタルの平均値が有意に高い結果が得られた。
このことから、グリスロ関連活動への参加が、ソーシャルキャピタ
ルのレベル向上に繋がっていることが示された。

さらに、グリスロの利用者および運営活動参加者には高齢者が多
いという特徴があるため、高齢者特有のソーシャルキャピタルの高
さによるバイアスを排除するために、60代以上の住民を対象とし
た分析を追加で行った。この分析でも、グリスロの利用者は非利用
者よりソーシャルキャピタルが高く、運営活動参加者は非参加者よ
りソーシャルキャピタルが高いという結果が得られた。

平均値の比較結果を踏まえ、グリスロの利用および運営活動への
参加がソーシャルキャピタルの５つの項目に与える相関関係を検証
するため、順序プロビットモデルを用いて分析を行った。分析の結
果（図−４参照）、グリスロの利用はソーシャルキャピタルの五つ
の項目と全て正の相関関係であることがわかった。一方で、グリス

ロ活動の参加は、「地域への愛着」、「互助精神」、「近所付き合い」
との正の相関関係が確認できている。

これらの結果は、グリスロの利用が非利用者よりソーシャルキャ
ピタルの醸成に寄与している可能性を示唆している。同様に、運営
活動への参加も参加者のソーシャルキャピタルを高める効果を持つ
ことが示されている。この結果は、グリスロが移動手段としての役
割を超え、地域コミュニティのつながりや住民の協力意識を育む可
能性を示している。

図−２　利用者と非利用者の平均値の比較

➢➢利利用用者者とと非非利利用用者者ののソソーーシシャャルルキキャャピピタタルル得得点点のの比比較較

全全回回答答者者をを対対象象 6600歳歳以以上上のの回回答答者者をを対対象象

利用者の
平均値

非利用者
の平均値

t検定 利用者の
平均値

非利用者の
平均値

t検定

①信頼 3.58 3.32 0.25*** 3.67 3.32
0.35***

②愛着 4.00 3.65 0.35*** 4.07 3.69
0.38***

③互助精神 3.66 3.32 0.33*** 3.78 3.34
0.34***

④近所付き合い 3.70 3.14 0.55*** 3.84 3.21
0.63***

⑤友人付き合い 3.55 3.19 0.37*** 3.48 3.12
0.36**

有意に高い
<注>“***”: p<0.01;“**”: p<0.05

有意に高い

図−３　参加者と非参加者の平均値の比較

➢➢参参加加者者とと非非参参加加者者ののソソーーシシャャルルキキャャピピタタルル得得点点のの比比較較

全全回回答答者者をを対対象象 6600歳歳以以上上のの回回答答者者をを対対象象

参加者の
平均値

非参加者
の平均値

t検定 参加者の
平均値

非参加者の
平均値

t検定

①信頼 3.54 3.33 0.21** 3.61 3.31
0.30***

②愛着 4.00 3.65 0.35*** 4.01 3.67
0.34***

③互助精神 3.64 3.33 0.31*** 3.73 3.33
0.40***

④近所付き合い 3.78 3.15 0.63*** 3.88 3.18
0.70***

⑤友人付き合い 3.60 3.18 0.42*** 3.61 3.11
0.50**

有意に高い
<注>“***”: p<0.01;“**”: p<0.05

有意に高い

図−４　順序プロビットモデルによる分析結果

➢➢順順序序ププロロビビッットトモモデデルルにによよるる分分析析結結果果

①①信信頼頼 ②②愛愛着着 ③③互互助助精精神神 ④④近近所所付付きき合合いい ⑤⑤友友人人付付きき合合いい

性別 -0.233** -0.202** -0.155 -0.178** -0.226***

年齢 0.001 0.003 -0.001 0.005 -0.003

定住年数 0.005 0.014*** 0.009*** 0.017*** 0.011***

持ち家 0.263 0.181 0.322** -0.298 -0.114

自家用車保有 0.159 0.121 0.187 0.223 0.357***

スマートフォン利用 0.074 0.024 -0.038 0.191 0.352**

インターネット利用 0.074 0.000 -0.209 0.028 0.360***

グリスロ利用 0.435*** 0.711*** 0.572*** 0.587*** 0.480***

グリスロ活動の参加 0.323 0.430** 0.427*** 0.507*** 0.277

PseudoR2=0.019 PseudoR2=0.048 PseudoR2=0.032 PseudoR2=0.045 PseudoR2=0.036

正の相関関係

目的変数
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・その効果の影響経路に関する考察
グリスロの利用および運営活動への参加の効果が確認されている

ものの、それらがソーシャルキャピタルに与える心理過程（影響経
路）についても解明が必要である。本分析は、主にインタビュー調
査の結果に基づいている。

まず、グリスロの利用者に対して、インタビュー調査を行った結
果、以下のフィードバックが得られた。
住民Ａ：散歩代わりに利用。徒歩からグリスロへ転換し、利用時の
会話を楽しんでいる。（インタビュー時期：2024年１月）
住民Ｂ：乗客とドライバーが全て地域の住民で、親しく感じるため、
会話しやすい。（インタビュー時期：2024年５月）
住民Ｃ：住民が運営することに安心感があり、楽しんで利用できる。

（インタビュー時期：2024年５月）
これらの結果から、グリスロ利用による影響経路として、まず、

利用者は会話を楽しむことが確認され、また、住民主体の運営方式
に対して好感や感謝の気持ちを抱いていることが分かった。した
がって、グリスロ利用がソーシャルキャピタルの醸成に寄与する
ルートとして以下の２つが確認された：
①会話促進、②住民互助方式への好感。

また、グリスロの運営活動に参加しているボランティアへのイン
タビュー調査結果は、以下のフィードバックが得られた。
ボランティアＡ：新しい友達ができて、食事などの交流活動が増え
た。（インタビュー時期：2024年１月）
ボランティアＢ：一人暮らしで、他者とのコミュニケーションが楽
しい。（インタビュー時期：2024年５月）
ボランティアＣ：他の地域組織とのつながりから参加し、特に乗客
との会話を楽しんでいる。（インタビュー時期：2024年５月）
ボランティアＤ：やりがいを感じて、嬉しい。（インタビュー時期：
2024年５月）

これらの結果から、グリスロ運営活動の参加者は、乗客や他のボ
ランティアとの会話を楽しむことで交流を深めていることが分かっ
た。また、活動への参加を通じてやりがいを感じ、互助精神の強化
につながっていることが確認された。

・結論
本研究は、住民主体型グリスロの導入による地域社会への効果を

ソーシャルキャピタルという概念を用いて考察した。具体的に、グ
リスロの利用がソーシャルキャピタルの醸成に寄与すると同時に、
グリスロの運営活動も地域全体のソーシャルキャピタルの醸成に寄
与することが示唆された。この結果は、地域社会における住民主体
型グリスロの役割を全面的に評価する必要性を示している。移動手
段の提供だけでなく、地域内のつながりを強化する政策ツールとし
て、グリスロの導入が重要な意味を持つことが考えられる。今後の
研究では、グリスロの導入地域間での比較や、長期的な効果の検証
も必要と考える。

◇コメンテーターによるコメント
小熊 仁　高崎経済大学 地域政策学部 教授
・本研究の学術意義

アンケート調査と住民インタビュー調査の
２つのデータに基づき、ソーシャルキャピタ
ルの創出効果を丹念かつ緻密に分析した点や、
次世代型交通手段であるグリスロに焦点を当
てた数少ない実証研究である点が評価される。
また、住民主体型グリスロに着目し、ソー
シャルキャピタルの醸成との関連性を明らか
にするとともに、グリスロの社会的意義と役割を導出した点で、独
創性の高い研究と言える。

・課題
ボランティア参加とソーシャルキャピタルとの間には高い相関が

存在すると言われているが、インタビュー調査に加え別途実証分析
が必要。

また、ソーシャルキャピタルの定量化において、実際にグリスロ
により、実際にどの程度のソーシャルキャピタルが創出されるのか
についての分析も必要。

◇質疑応答
Q：グリスロについて、利用層はもちろん、安全面やそれ自体の役
割からみても、離島、中山間地域などの条件不利地域でも（むしろ
こういった地域の方が）適合度が高い可能性があるがこれについて
どう考えるか？
A：離島や中山間地域などの条件不利地域では、狭隘で傾斜の多い
道路、高齢者人口の多さ、さらにはガソリンスタンドの撤退といっ
た課題が顕著である。そのような地域において、地域の移動手段と
してグリスロの活用が期待されている。実際に、これらの地域では
グリスロの実証実験や本格的な導入が進められており、地域住民の
足としての役割を担うことが期待されている。
Q：グリスロは無料運行の場合を除き、道路運送法上の許可が必要
になるが、どのようにバス会社やタクシー会社との調整を行うか？
また、どのようにドライバーや運営ボランティアを継続的に確保し
ていくべきか？
A：まず、バスやタクシーとの関係について、グリスロは速度が低
く運行範囲も限られているため、これらと競合するのではなく補完
的な関係にある。そのため、グリスロを導入する際には、事前に地
域の交通事業者にこの点を十分に説明し、理解を得ることが重要で
ある。

次に、担い手の確保について、地域交通を担う人材不足が深刻な
問題となっており、この課題に対応するために住民主体のボラン
ティア運営型グリスロが生まれた。住民主体型のグリスロは担い手
確保の一つの手段であるが、住民による運営の継続性が課題である。
そのため、グリスロの認知度向上や、さまざまな地域活動を通じて
若い世代を巻き込み、運営に参加してもらうことが鍵となる。この
ような活動を通じてソーシャルキャピタルを醸成することが、持続
可能な運営において重要である。
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■報告⑤�

新幹線は日本の地域雇用構造にどのような影響を与えたか？（中間発表）
邱 秉瑜　運輸総合研究所 研究員

◇研究の概要
・背景

高速鉄道は、都市間および地域間の移動
コストを削減し、地域に経済的利益をもた
らす可能性がある。既往研究によると、高
速鉄道は生産性、イノベーション、収入の
面で、地域経済の質を向上させるが、高速
鉄道が雇用者数などの数量面で地域経済に
与える影響は様々である。高速鉄道駅開業
後、その周辺が賑やかになることもあるが、雇用者数について、駅
周辺開発に注目するだけでなく、自治体全体の分析も必要である。

日本では、1964年から82年にかけて、新幹線ネットワークが
東京、名古屋、大阪、福岡といった歴史的に雇用の中心地となって
きた大都市圏を連結した。82年以降、新幹線は地方圏へ拡張した。
しかし、新幹線が地方圏に拡大し続けているにもかかわらず、雇用
者数は三大都市圏、特に首都圏が、ますます多くを占めるように
なっている。従って、本研究では、地方に焦点を当てて、自治体、
つまり市区町村レベルの動向を把握することを目指している。

海外における高速鉄道の経済的影響に関する因果推論研究の中で
は、高速鉄道が雇用者数に正の影響を与えた、負の影響を与えた、
あるいは影響なしなど、様々な結論が出されている。また、高速鉄
道の自治体レベルでの産業ごとの雇用者数への影響を調査したもの
はない。

既往研究は、高速鉄道が雇用に影響を与える仕組みを明らかにし
ている。まず、中国では、高速鉄道駅開業により、地方圏において
は大都市で雇用者数が増加し、中小都市で減少したとのことである。
それは高速鉄道に「サイホン効果」（日本では「ストロー効果」と言
うことが多い）という経済活動を大都市に集中する効果があるとさ
れているからである。

また中国では、高速鉄道駅開業により、旅行関係の卸売・小売業、
ホテル業、飲食業と専門技能関係の金融業・不動産業などサービス
業の雇用者数が増加したとの研究結果もある。それは高速鉄道が人

の都市間および地域間移動を促進したからとされている。
最後に、スペインでは、すべての州でサービス部門の雇用者の割

合が全体的に上昇し、農業および製造部門の雇用者の割合が減少し
ているが、製造部門の雇用の減少は、高速鉄道が運営されている州
で特に大きいとのことである。また、高速鉄道は雇用者数全体に正
の影響を与えていないため、高速鉄道が運営されている州において
は農業と製造業の雇用者数が減少しているとのことである。

・研究目的、リサーチクエスチョン、仮説
本研究の目的は「厳しい条件付きの因果推論研究」であり、単純

な前後比較ではなく、統計モデルによる因果分析を通じて、新幹線
駅開業が地方圏において自治体レベルの産業別雇用者数に与えた地
域種類による影響を実証的に評価することである。

本研究の新規性は、高速鉄道の「自治体レベル」で「産業別」の
雇用者数への影響を調査することである。

本研究の目的に従い、新幹線の地方圏雇用効果を調査するため、
２つのリサーチクエスチョンを設定し、中国とスペインを対象とし
た既往研究の結論も考慮して仮説を設定した。１つは、「新幹線駅
開業は自治体レベルで総雇用者数の増加をもたらしたか?」それに
対する仮説は、「日本の地方圏において、新幹線駅開業は、ストロー
効果により、地方主要都市で自治体レベルの総雇用者数の増加を引
き起こす可能性があるのではないか」である。もう１つは、「新幹
線駅開業によってどの産業の雇用者数が増加または減少したか?」
それに対する仮説は、「日本の地方圏において、新幹線駅開業は、
人の都市間および地域間移動の促進により、卸売・小売・飲食業、
金融・保険業、不動産業、その他のサービス業には正の影響を、
サービス業への転職により農業や製造業には負の影響を与える可能
性があるのではないか」である。

・データ、研究方法
新幹線の地方圏雇用効果を調査するためには、複数の新幹線駅開

業時期を考慮すると、産業別雇用者数の時系列データが必要である。
データ準備は、主に「e-Stat」という日本政府統計のポータルサイ
トで行った。

データ準備の主な原則は、下記の通りである。調査対象とする自
治体は、市区町村合併を考慮した2015年時点における全国合計
の1,741市区町村である。産業別雇用データは「経済センサス」
から取得した。期間は、経済センサスのデータがある1981年か
ら2021年までのうちデータがある11年間である（図―１参照）。
産業の分類は、2002年の基準、つまり「日本標準産業分類第10
回改訂」に従い、その後の産業分類改訂も考慮した。また、営業中
の新幹線駅が存在する・存在しない自治体を分類したうえで、
1,741市町村を対象とする、11年間観察したパネルデータを作っ
た。このデータセットの中には、目的変数として使われる自治体の
産業別雇用者数と人口、説明変数として使われる人口密度、都市圏
または三大都市圏に位置する自治体か、新幹線駅、空港、港と高速
道路インターチェンジ（IC）の有無などがある。このデータを使っ
て、自治体の総雇用者数変化のいくつかの例を見ると、新幹線駅開
業による総雇用者数の変化は確認できなかった（図ー２～図ー５参
照）。一方で、マクロ経済のトレンドが、東北・中部・九州の地域

図−１　 三大都市圏と地方圏における雇用者数割合変化（1981～2021年）
（経済センサスより）

グラフは邱研究員作成
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別や人口密度にかかわらず、自治体の総雇用者数に大きな影響を与
えている可能性がある。

研究方法については、自治体の雇用者数に影響を与える他の要因
による影響を区別した上で、新幹線駅開業が、自治体の雇用者数に
どのような影響を与えるかを推定するため、固定効果モデルでデー
タを分析した。データを分析する前に、地理的排除と分類を行った。
新幹線駅開業が雇用者数に与える影響を他の要因による影響と区別
するため、三大都市圏の自治体、新幹線ネットワークと離れた沖縄
県の自治体、1982年以前に新幹線駅が設置された自治体を除外し
た。従って、分析対象の自治体は、赤色の1982年から2016年
の間に初めて新幹線駅が設置された非三大都市圏自治体と、灰色の
2016年時点で新幹線駅が設置されていない非三大都市圏自治体で
ある（図ー６参照）。その後、異なる条件で統計モデリングを行い、
三つのモデルを作った。その１は、地方圏全般において、新幹線駅
の開業年数別効果を分析するものである。その２は、地方圏のうち
都市圏、つまり国勢調査で定義した札幌、仙台、新潟などの都市圏
のみにおいて分析するものである。その３は、地方圏のうち非都市
圏のみにおいて分析するものである。モデル２と３を通じて、新幹
線駅開業の地域種類による影響を実証的に評価できる。自治体の雇
用者数に影響を与える可能性のある要因は複数ある。まず、東京な
ど大都市の魅力である。次に、新幹線駅、高速道路インターチェン
ジ、空港、港など重要な交通インフラの存在の効果である。さらに、
全国のマクロ経済のトレンド、つまり景気である。最後に、人口の
変化である。全てのモデルでは、これらの要因が考慮されている。

・結果、考察
モデル１では、地方圏全般における駅開業年数別効果について、

２つの発見があった。一つは、新幹線駅開業により、開業10年前
から6年前にかけて、農・林・漁・鉱業の雇用者数が約15%減少
した、と推定された。もう一つは、新幹線駅開業により、開業６年
後から10年後にかけて、運輸・通信業の雇用者数が約10%減少
した、と推定された。また、新幹線駅開業による自治体の人口、総
雇用者数、またはサービス部門雇用者数への統計的に有意な影響は
確認できなかった。

モデル２では、地方圏のうち都市圏のみにおける駅開業年数別効
果について、新幹線駅開業により、開業10年前から６年前にかけて、
農・林・漁・鉱業の雇用者数が約30%減少したと推定された。ま
た、新幹線駅開業前に運輸・通信業の雇用者数も減少したと推定さ

図ー２　 自治体「総雇用者数」変化の例①新幹線駅あり、人口密度高い（経済センサスより）

新幹線駅あり、人口密度高い

青森県八戸市

岩手県 盛岡市

佐賀県 鳥栖市

新幹線
駅開業

(人)

グラフは邱研究員作成

図ー４　 自治体「総雇用者数」変化の例③新幹線駅なし、人口密度高い（経済センサスより）

新幹線駅なし、人口密度高い

宮城県名取市

宮城県 柴田町

佐賀県 基山町

グラフは邱研究員作成

(人)

図ー３　 自治体「総雇用者数」変化の例②新幹線駅あり、人口密度低い（経済センサスより）

新幹線駅あり、人口密度低い

長野県佐久市

熊本県 八代市

鹿児島県 出水市

新幹線
駅開業

グラフは邱研究員作成

(人)

図ー５　 自治体「総雇用者数」変化の例④新幹線駅なし、人口密度低い（経済センサスより）

新幹線駅なし、人口密度低い

長野県小諸市

熊本県 人吉市

鹿児島県 霧島市

グラフは邱研究員作成

(人)

図ー６　雇用者数（合計）変化トレンドの比較（経済センサスより）

グラフは邱研究員作成

運輸総研だより	 28

特
　
集



れたが、この業種の雇用者数は非常に少ないため、影響は極めて小
さい。こちらも、新幹線駅開業は自治体の人口、総雇用者数、また
はサービス部門雇用者数に統計的に有意な影響は見られなかった。

最後にモデル３では、地方圏のうち非都市圏のみにおける駅開業
年数別効果について、新幹線駅開業により、開業６年後から10年後
にかけて、運輸・通信業雇用者数が約16%減少したと推定された。
こちらも同様に、新幹線駅開業は自治体の人口、総雇用者数、また
はサービス部門雇用者数に統計的に有意な影響は見られなかった。

条件が異なるモデルの結果をまとめると、地方圏における新幹線
駅開業により、運輸・通信業の雇用者数は駅開業６年後から10年
後にかけて約10%減少し、主として地方圏のうち非都市圏のみで
減少し、農・林・漁・鉱業の雇用者数は駅開業10年前から６年前に
かけて約15%減少し、主に地方圏のうち都市圏のみで減少した。

ちなみに、新幹線ネットワークと離れた北海道・四国を除くモデ
ル分析も行ってみたところ、ほぼ同じ結果が得られた。

地方圏における新幹線駅開業効果に関するモデル推定結果は、仮
説とは異なるものが多くあった。考えられる理由としては、以下の
３つが挙げられる。１つ目は、地方圏において、新幹線だけが総雇
用者数や旅行関係・専門技能関係のサービス業の雇用者数の拡大を
誘発するとは限らないことが考えられる。２つ目は、新幹線は製造
業の雇用者数を減少させておらず、サービス部門の雇用者数も増え
ていないことから、製造業からの転職は発生していないことが考え
られる。最後に３つ目は、新幹線が運輸・通信業の雇用者数減少を
引き起こした理由として、在来線利用に関わるバスやタクシーなど
の輸送サービスが減少したことや、高速バスの利用者が減少したこ
となどが原因として考えられる。

・中間発表における結論
これまでの考察から、新幹線駅開業は地方主要都市でも自治体レ

ベルの総雇用者数に影響するとは言えない可能性がある。また、新
幹線駅開業は運輸・通信業と農業の雇用者数に負の影響があるが、
他の産業への影響は見られなかった。これらは自治体の雇用者数に影
響を与える他の全国的および地方的要因を調整した後の結果である。

以上は暫定的な結論であるが、今後の研究では人口構造、新幹線
駅のアクセス交通など、より多くの自治体の現地状況も考慮すべき
である。また、新幹線の地方雇用効果については20年以上の時間
がかかる可能性があり、また、コンパクトシティなど各自治体の都
市計画に関する政策によって違う可能性もある。

◇コメンテーターによるコメント
岩倉 成志　芝浦工業大学 工学部土木工学課程 教授

本研究は、新幹線整備による自治体ごと
の産業別雇用者数の増加を固定効果モデル
で分析する意欲的研究である。固定効果モ
デルは、パネルデータを扱った因果推論の
ための比較的新しく研究成果が蓄積されつ
つあるモデルであるが、モデル精度の決定
係数が課題である。有意なパラメータが少
ないが、実際に新幹線効果が無ければ、有意でなくても正しい結果
である。結論として、仮説は否定され、新幹線開業による雇用増加

は認められない。
市町村別従業者数の1990年から2020年にかける変化率から

見ると、新幹線がない地域の従業人口増は稀である。また、企業は
支店を集約するなど、広域ブロックで地方都市が拠点化される。こ
のため、新幹線駅の所在都市でも成長は等しくならない。

したがって、固定効果モデルの処置群（新幹線駅開業自治体）と
対照群（未開業自治体）の選定と圏域設定が難しい。また、将来の
鉄道整備を見据えた先行的な都市開発を行った自治体とそうではな
い自治体で差が出ているデータもある。

新幹線整備の雇用効果はないと結論づけて良いか、分析方法の改
善の余地はあるか、今後も継続した研究が必要である。

◇質疑応答
Ｑ：新幹線駅への近接性指標（アクセシビリティ）変数の価値は？
自治体間の競争と連携を反映する必要があるのでは？　例えば、広
域ブロック内での拠点都市（仙台、金沢、福岡など）と各都市との
時間距離である。金沢市に隣接する白山市、能美市、野々市市、川
北町、津幡町では従業者数が急増している。
Ａ：近接性指標変数またはその代理変数もモデルに投入したいと
思っている。雇用が一般的に都市中心部に集中しているので、都市
中心部との距離や移動所要時間は自治体の雇用者数とその変化に影
響を与える。例えば、仙台から11kmに位置する名取市と仙台から
31kmに位置する柴田町と比べて、どちらも新幹線駅がないが、仙
台に近い名取市のほうが総雇用者数の成長が強い。近接性指標に不
可欠な移動所要時間の計算は、国土交通省が開発した総合交通分析
システム（NITAS）で行っているが、代理変数も使ってみたいと
思っている。例えば、各自治体と中核市など広域拠点都市中心部と
の距離である。自治体間の競争と連携を反映する必要もあるので、
検討していきたいと思っている。
Ｑ：雇用の変化は複雑である。固定効果モデルは計測に向いている
か？　首長の交代によって都市政策や企業誘致戦略に変化、時代で
地域ごとに産業構造が変化、などの影響も考えられる。自治体と年
次が独立の固定効果で上記の影響を考慮できるか？
Ａ：固定効果モデルは自治体の政策変化などを考慮できないと思って
いる。本研究の固定効果モデルでの自治体固定効果変数は、時不変
の個別効果、例えば各自治体の地理的要因を表し、自治体の政策変
化、時代による地域ごとの産業構造変化などを考慮できないが、どう
考慮するか検討していきたいと思っている。新幹線整備の雇用効果の
見方は様々で、本研究のモデルはそのうちの一つに過ぎない。今後
は他の視点から見て、より総合的に結論づけることを目指していく。

当日の報告資料等は運輸総合研究所の WEB
ページでご覧いただけます。
https://www.jttri.or.jp/events/2024/
sympo55.html
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